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しくみを提唱し、「痛覚変調性疼痛」と名付けた。こ
の痛みは、痛みへの恐怖、不安、怒りやストレスと
いった社会心理的な要因が大きく関係しそれらの影
響で、神経回路が変化し、痛みを長引かせ、悪化さ
せるとみられている。」

筆者は高齢者・低体力者対象運動指導に長年携わ
る過程である運動プログラムを１回実施する前より
も、身体の動かし易さ・柔軟性の向上・運動の心理
的効果による感情・情緒の変化などにより運動実施
後の方が、「より元気になる」「より楽になる」運動
プログラムはできないものかと考えるに至った。ま
たそれを実施することにより日常生活におけるさま
ざまなストレスによる不快感や身体・精神的不調の
悪循環を断ち切ることによりポジティブな感情にな
れるようなものを目指し開発を続けた。そこで筋肥
大・筋力増強目的の「筋力トレーニング」や筋の弛
緩・リラクゼーションを目的とした「ストレッチン
グ」でもない運動、つまり筋トレほど強い刺激で筋
疲労や遅発性筋痛を起こさせず、ストレッチングほ
ど弛緩させずに程よい神経興奮伝達の促進と拡散に
より理想とする動きを導き出す促通現象に着目し
た。すなわち無意識レベルの動作においても働筋と
して機能するべき部位の神経－筋の反応を高め、最
適な動員順序・筋連鎖など協調性を持った働筋群と
して機能するように正しい動きの神経回路を作り直
し脳に入力する（動作の再学習を行う）促通

（Dorothy E.Voss 1997） ２）に焦点をあてた。身体の末
端の皮膚・筋・神経・関節や聴覚・触覚・視覚など
の固有受容器からの感覚を中枢に伝達しそれぞれの
刺激が中枢神経や脳にて重なり合い・関連し・影響
し合うように緻密に操作し、快適な感覚・感情や覚
醒の水準を調整しすっきりさせる即時効果が体感で
きるようにプログラミングした。

その促通を用いることにより運動後に身体の動か
し易さや柔軟性の改善などの効果が即座に実感でき
る運動プログラムを1997年より開発し1998年より実
施・検証・報告（包國 2010、2012、2013、2015） ３－６）・
改善を繰り返してきた。この運動プログラムは「機
能活性プログラム」と命名され大手スポーツクラブ
A において2000年に全国展開され、現在でも一部継
続中であり、その他様々な機関や組織において実施
展開されている。

本研究では、開発した運動プログラムの効果を検
証することを目的とした。

２．研究方法
（１）運動プログラム

運動プログラムの特徴として以下があげられる。
① proprioceptive neuromuscular facilitation（以下 PNF）
の理論・コンセプト（S. S. Adler 1997）  ７）に基づい
ている、②一回の運動前・後で即座に身体の動かし
易さや柔軟性などの改善効果が自覚できる、③集団
運動プログラムである（施術形式ではない、指導者
が参加者に触れない）、④自分で肩・腰・膝をコン
ディショニングするアクティブ・セラピー・エクサ
サイズである、⑤運動器具などの道具を何も必要と
しない、などである。

PNF コンセプトの一つとして PNF パターンがあ
る。そのパターンの特徴として「対角・螺旋の動き
であること」「集団運動（マス・ムーブメント）パ
ターンであること」などがあげられ、集団としての
筋が最も動員される動きとされている（包國
2010） ８）。図１が図３の足関節：背屈－内反の動き
を伴う PNF 下肢パターンⅠ屈曲であり、図２が図４
の足関節：底屈－外反を伴う PNF 下肢パターンⅠ
伸展である。

同じく、図５が図７の足関節：背屈－外反の動き
を伴う PNF 下肢パターンⅡ屈曲であり、図６が図８
の足関節：底屈－内反を伴う PNF 下肢パターンⅡ
膝伸展である。

図１．下肢パートⅠ屈曲 図２．下肢パートⅠ伸展

図３．足関節：背屈－内反 図４．足関節：底屈－外反
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PNF下肢パターンについての各関節・骨盤の動き
を図９に示した。図３⇔図４の足関節：背屈－内反
⇔底屈－外反から先導されて下肢パターンⅠ（図１
⇔２）を行うと骨盤は前方挙上⇔後方下制となり、
足趾・足関節・下肢・骨盤の動きがリンクする集団
運動パターンとなる。また図７⇔図８の足関節：背
屈－外反⇔底屈－内反から先導されて下肢パターン
Ⅱ（図５⇔６）を行うと骨盤は後方挙上⇔前方下制
となり、足趾・足関節・下肢・骨盤の動きがリンク
する集団運動パターンとなる。

（２）B大学人間科学部授業
筆者は2013年４月より B 大学人間科学部授業「身

体運動の理論と実際」を担当している。2021年春学
期15回の講義の毎回の授業内で即時効果が実感で
きる前記運動プログラムのショートバージョンを、
月曜日の２限目に、コロナ感染対策のために抽選制

の30名定員の対面形式で実施した。
本研究は第８回目の講義において調査を行った

が、その前週の第７回目講座において腰痛を主題と
した講義を以下のような内容で実施した。①腰痛の
原因について、②特異的腰痛（15％）と非特異的腰
痛（85％）、③脳・ストレスと腰痛との関係性、④
伸展型腰痛（回旋型・安静型を含む）、屈曲型腰痛、
仙腸関節の機能異常などを原因とした不安定型腰痛

（蒲田ら 2006） ９）、⑤骨盤の前傾－後傾（ペルビック
ティルト）と屈曲型腰痛・伸展型腰痛、⑥腹式呼吸
とセロトニン、⑦ DLPFC とは、などであった。

調査を実施した第８週目講義では初めに運動前調
査を行い、大まかな腰部のしくみについての以下の
ような講義を行った。①体幹の筋（腹筋群と背筋
群）、②肩甲骨と骨盤との連携（肩甲骨の内転－骨盤
の前傾、肩甲骨の外転－骨盤の後傾）、③骨盤帯（腸
骨・坐骨・恥骨と仙骨、仙腸関節）とその周囲筋な
どであった。講義内容の理解をより深めるために、
①一部実技・デモンストレーションを含む形式、②
配布資料、③骨盤の前傾－後傾（ペルビックティル
ト）などの CG 動画の視聴覚教材、④脊柱及び骨盤
帯模型を使用した。例えば、腹直筋や骨盤などの触
診や骨盤の前傾－後傾（ドローイン実技を含む）を
実施してもらうことにより、腹横筋を含む腹筋群を
ターゲットとした運動であることを納得してもらう
など、多くの実演と即時効果の体感をリンクさせる
講義を行った。講義後に前記運動プログラムの腰編
を実施してもらい、最後に運動後調査記入・質疑応
答の流れであった。

実施した運動プログラムの具体的な内容は、（１）
運動前チェック：体幹の伸展・前屈・回旋・側屈、
スクワット動作の動かし易さ・柔軟性の確認をして
もらった。（２）骨盤を動かし易くする立位運動とし
て以下を実施した。１）立位にての下肢パターン
Ⅰ：a）膝を伸直したまま屈曲⇔伸展（図１⇔図２；
以下動作を数回から十数回繰り返して実施）、b）膝
屈曲を伴って屈曲⇔伸展（図３⇔図４；）動作を実
施、続いて２）立位にての下肢パターンⅡ：c）膝を
伸直したまま屈曲⇔伸展（図５⇔図６；）動作を、
d）膝屈曲を伴って屈曲⇔伸展（図７⇔図８；）動作
を実施した。

３）立位にての骨盤前傾－後傾運動（ペルビッ

図５．下肢パートⅡ屈曲 

図７．足関節：背屈－外反

図６．下肢パートⅡ伸展

図８．足関節：底屈－内反

図９．PNF 下肢パターン 11）
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ク・ティルト）（図10・図11）を練習し、４） 主運動
として二人一組（役割 a・b）を決めてもらい、一人
の学生（a）が机上に仰臥位になり骨盤の前傾－後傾
運動（図12・図13）を丁寧に実施した。もう一人

（b）が腰背部に手を入れて（マニュアルコンタクト）
骨盤前傾（息を大きく吸いながら背筋を意識して）
⇔骨盤後傾（息を大きく吐きながら腹筋群を意識し
て）動作を交互に以下の３種類の強度で実施した。
①最初に（a）の膝関節を大きく屈曲 × ５回→②次に

（a）の膝関節を小さく屈曲 × ５回→③最後に（a）の
膝関節を伸展 × ５回、を丁寧に実施した。５）息を
吐きながらお尻（臀部）をあげるブリッヂング（図
14・図15）を実施した後６）運動前チェックと同様
の運動後チェック：体幹の伸展・前屈・回旋・側
屈、スクワット動作の動かし易さ・柔軟性の確認を
してもらうことを通して即時効果を体感してもらった。

（３）調査対象
本研究の調査対象者は B 大学人間科学部「身体運

動の理論と実際」の授業に参加したものであった。
30名の定員制の授業であったが授業出席免除申請
によりオンライン授業を希望したものが１名、欠席
したものが６名（コロナ禍のため少しでも体調不良

があった場合欠席することを勧めた）であった。そ
の内訳は男性17名、女性６名、平均年齢20.26±0.75
歳であり、状態不安・NRS の記述者は23名であった
が、その他の項目に記入漏れが発生したが、自由記
述も含めすべてを報告することとした。

（４）調査日時
調査日時は2021年６月21日（月）10:50～12:20の

２限目の授業であり、調査場所は埼玉県 B 大学
12104講義室であった。

（５）倫理的配慮
調査にあたっては対象者に研究目的と内容を十分

に説明し、アンケートの実施および提出に関しては
任意であることを伝えた。

（６）調査の項目
（a）運動前調査

運動前調査として１）「数値評価スケール
Numerical Rating Scale（以下 NRS）を実施した。

なお NRS は痛みや疲労などの自覚症状を他者と
共有するための客観的な数値スケールであり（溝口
2011） 10）、疼痛の評価以外に、めまいによるストレ
スの自覚強度の評価（五島 2010） 11）や咬合感覚の評
価（成田 2008） 12）、などに用いられている。本研究
では、運動プログラムを実施した対象者の運動前と
運動後の腰の主観的な感覚を、図16に示したNRSの
質問紙により調査した。

図10．立位 : 骨盤前傾－後傾

図12．仰臥位：骨盤前傾

図11．骨盤前傾－後傾で使われる筋

図13．仰臥位：骨盤後傾

図14．ブリッヂング始まり 図15．ブリッヂング終わり

図16．NRS の質問紙
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もう一つの運動前調査として２）状態・特性不安
検査 STAI（State-Trait Anxiety Inventory）の一つであ
る状態不安検査（State Anxiety Inventory）を実施し
た。

（b）運動後調査
運動後調査の項目を以下に記した。運動前と比較

検討するための１）NRS と２）状態不安との二つの
調査は運動後にも実施した。それらに加えたアン
ケート調査項目として、３）運動後の腰の感覚につ
いて、４）授業の内容について、５）自由記述（自
由に記述してもらう欄を作成）を実施した。

３．結果
（１）数値評価スケール（NRS）の変化

授業終了時に提出してもらった調査用紙23名分
のデータを解析対象とし、統計学的解析は、IBM 

SPSS Statistics 23を使用した。数値評価スケール
（NRS） の結果では運動前の平均値は4.70±1.79、運
動後の平均値は1.70±2.03であり Wilcoxon signed-

rank test を行った結果、有意な差が認められた
（p<0.01）。

（２）状態不安の変化
状態不安の結果においては、運動前の平均値は

39.00±9.11、運動後の平均値は30.30±6.50であり t-test

を行った結果、有意な差が認められた（p<0.01）。

（３）運動後の腰の感覚
「運動後の腰の感覚」についての結果を図19に示

した。「①とてもすっきりした」が13名（57％）、「②
ややすっきりした」が１名（４％）、「③どちらとも
いえない」が１名（４％）、「④やや不快感がある」
が０名（０％）、「⑤強い不快感がある」が０名

（０％）、「⑥記述なし」が８名（35％）であった。

（４）授業の内容について
「授業の内容について」の結果を図20に示した。

その回答では、「①大変良い」が14名（61％）、「②
良い」が０名（０％）、「③普通」が１名（４％）、「④
あまり良くない」が０名（０％）、「⑤良くない」が
０名（０％）、「⑥記述なし」が８名（35％）であっ
た。

図17．運動前・運動後の NRS の変化

図18．運動前・運動後の状態不安の変化

p<0.01

p<0.01

図19．運動後の膝の感覚について
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（５）自由記述
質問調査の最後の項目として「自由に感想をお書

きください」と記した欄を作成し、感じたことを記
述してもらった。また記述された文章に、誤字・脱
字・日本語の表現としてふさわしくないものも含ま
れたが、受講した大学生の驚きや興奮などが素直に
表現されていると判断し原文のまま以下に記した。
「①気前がよくなった気がしました。骨盤の前傾

－後傾に関して人生で始めて体系的に学習しまし
た。セロトニンがたくさん発生した気がします。」

「②骨盤を動かした事で腰の具合が良くなりました。
もともと腰痛は筋肉痛以外で感じたことはないけ
ど、よりよい状態になったなと思いました。」「③今
までで一番効果を実感した。体を後ろに倒したとき
に、自分の身体であるにもかかわらずそうではない
ように感じ驚いた。質問紙によって精神状態の変化
を数値として実感することができた。」「④うしろ側
によく曲がるようになりすぎて逆に痛くなってしま
いました。とても効果があると思います。」「⑤腰の
状態はもちろん、体が軽くなったような気がする。
また朝のどんよりした気分が施術を通して明るい気
持ちになった。少し恥ずかしかったがやって良かっ
た。腹直筋が弱い気がする。効率的な強化方法は他
にあるだろうか。」「⑥運動の方法がとても簡単な上
に、十分な効果を感じられたのでよかったです。体
だけでなく心もリラックスすることができました。」

「⑦朝そんなに腰の調子が良いわけではなかったが、
運動した後、後ろにものすごく倒れるようになった
のでびっくりした。」「⑧かなり後ろに体を倒すこと
ができてびっくりしました。」「⑨後ろに倒す動作な

ど運動後にスムーズにいくようになった。運動はメ
ンタル面などさまざまな効果があるということがわ
かった。」「⑩すごく動きやすくなった。普段腰が痛
くなることが多かったのでこれからこの運動を取り
入れてみたいと思った。」「⑪立ちブリッジできまし
た。嬉しいです。」「⑫運動前と運動後で腰の状態は
大きく変化した。特にスクワット時により効果が実
感できた。軽運動には心理的効果があることがわ
かった。腰の状態には注意して生活していきたいと
思った。」「⑬すんごい腰反りました。腰痛があった
わけではないですが、軽くなった感じがしました。」

「⑭腰の動きが良くなって驚きました。うしろに倒
したときに違いがすごくわかったし、簡単にできて
良かったです。」「⑮バスケをやっている時はよく腰
痛になっていたがあの時にこれを学びたかったなと
思いました。」「⑯前と後で腰の動きが全然違くて驚
いた。」「⑰腰の痛みが減ったのはもちろんだったが
後ろを見る動きやスクワット等に影響があるとは思
わずびっくりしました。腰が軽くなった。」「⑱とて
も腰の状態がよくなった。心の状態は常に良好なの
で大きな変化はなかった。ただ良好だったのがさら
にとても良好になった。」「⑲動きが良くなった。」

「⑳もともと腰が痛くて固いのでこういう風に軽く
なってびっくりしました。今回のやつは自分一人で
もある程度出来るものだと思うので腰が悪化した時
に実践したいと思った。」「㉑腹筋力が無いことがわ
かった。腹筋に力を入れるという感覚があまりわか
らなかった。メンタルはさがった。」「㉒腰に痛みを
感じたことは今までそれほどなく、無関係だと思っ
ていたが、自分も腰がこわばっていたんだなと知り
ました。とても軽くなったし、気持ちが向上した。」

「㉓動きがよくなりました。ブリッジができるよう
になりました。」の記述があった。

４．考察
2015年の報告 ６）は、腰痛予防改善希望者を対象と

した調査であったが、本研究の対象者は腰痛予防・
改善の方法を学ぶ大学生であった。同様の調査を実
施したが、NRS の結果や自由記述より腰の状態が良
くなったことが示された。

専門家の意見として非特異的腰痛の病態について
痛みを発する組織がどこであるかを臨床推論として

図20．授業の内容について
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あげた場合、仙腸関節・椎間関節・筋・筋膜・皮神
経などがあげられている。前記運動プログラムは、
そのそれぞれの組織へのアプローチとなるように以
下の理論を裏打ちとしてプログラミングされ実施さ
れた。①立位による PNF 下肢パターンの実施によ
り、骨盤の前方挙上－後方下制・後方挙上－前方下
制が集団運動パターンとして下肢とリンクして動か
されアプローチされることにより仙腸関節が調整さ
れた、②立位による練習後に仰臥位による骨盤の前
傾－後傾により腰椎－骨盤の調整を行った。特に骨
盤前傾時に脊柱起立筋を意識して吸気を、一方骨盤
後傾時に腹筋群を意識して呼気をゆっくりと深く大
きく実施したことにより、胸郭・胸椎・肋骨やそれ
に付着する呼吸筋、横隔膜や腹直筋・腹横筋を主と
した腹筋群が促通された。つまり主導筋（腹筋群）
と拮抗筋（背筋群）を交互に促通したことによりそ
の間に存在する腰椎椎間関節にアプローチをして調
整したこと、③あくまで筆者の推測であるが仰臥位
にての深い腹式呼吸を実施したことによりセロトニ
ンなどの脳内物質の分泌 13-14）（有田秀穂 2003、
2005）が促された。それにより、自律神経が調整さ
れたことや筋・筋膜や皮神経の痛みの感覚の閾値に
変化が起こったのではないか、などの理由により即
時効果が誘発され自由記述やその他の結果にあるよ
うな感覚改善効果につながったことが考えられる。

５．結論
前記運動プログラムを実施することにより、腰の

状態が改善され、「すっきりした」という感覚が自覚
され、不安が軽減することが示された。
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研究ノート／敬心・研究プロジェクト成果報告

要旨：
【目的】
　鍼の刺鍼方向によって顔面部のシワに対する影響を調べることで、美容鍼灸の基礎的なアプローチ方法の開拓
を行い、学校教育、鍼灸業界発展に寄与できると考え研究を行った。

【方法】
　健康成人男女10名を対象とした。目尻のシワに対してレプリカ剤を用いて採取した。シワに対して平行方向で
刺激を行う群と、シワに対して直角方向で刺激を行う群の２群とし鍼を行なった。統計処理は t 検定分析を行い、
有意判定は５％とした。

【結果】
　施術前後の比較では有意差がみられたが、シワに対して平行方向で刺激を行う群と、シワに対して直角方向で
刺激を行う群との比較では有意差はみられなかった。

【考察】
シワに対しての鍼刺激は、鍼の方向に関係なく減少傾向が認められた。ただし個人差も大きいため、今後さらな
る研究が必要である。

キーワード：美容鍼、シワ、刺鍼方向、目尻のシワ

鍼が顔面の皮膚に与える影響の研究２
―刺鍼方向によるシワの変化―

遠　藤　久美子　　山　本　真　吾 
大　江　直　美　　天　野　陽　介

日本医学柔整鍼灸専門学校

Research on the effects of acupuncture on facial skin 2
― Changes in wrinkles depending on the direction of acupuncture ―

Endo Kumiko　　Yamamoto Shingo 
Oe Naomi　　　 Amano Yosuke　

Japan Judo Therapy, Acupuncture & Moxibustion Therapy College

１．背　景
美容鍼灸はエビデンスが少なく、どのような施術

法がいいのか、実際にどのような肌への影響がある
のかは曖昧な部分が多い。2019年度に鍼が顔面の皮
膚に与える影響の研究 ― コラーゲン量の変化 ― の
研究を行った １）。本研究からは鍼を行えば必ずしも
コラーゲン量が増えるとは言えない結果となった。
21日間のウォッシュアウトを挟んだ研究のため、研

究期間中の被検者の食事コントロール等、美容鍼灸
の研究の難しさを実感した。

今回は、シワという焦点に絞り研究を行った。シ
ワへの研究は2006年 ２）から少しではあるが研究が
進められている３）４）５）６）。

一方で、基礎的なシワに対する刺鍼方向などの研
究はない。シワに対し平行方向への刺鍼がシワ改善
に適しているのか、美容鍼灸の施術方法の研究が十
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分に行われていない。
そこで今回、これまで調査されていない鍼の刺鍼

方向によるシワの変化に注目し研究を行った。

２．目　的
鍼の刺鍼方向によって顔面部のシワに対する影響

を調べることで、美容鍼灸の基礎的なアプローチ方
法の開拓を行い、学校教育、鍼灸業界発展に寄与で
きると考え研究を行った。

３．方　法
（１）対　象

あらかじめ実験内容を説明し、同意を得た30歳以
上の健康成人（本校学生・教職員）で皮膚疾患のな
い人、実験開始前１週間に極端な生活（睡眠時間の
激減、過度の仕事、旅行、過度のストレス）や食生
活の変化があった場合、病気やステロイド剤などを
使用した場合は対象から除外した。健康成人男女10
名（平均年齢46±６歳）を対象とした。実施期間は
2022年３月14日から2022年３月17日とした。

（２）測定方法
洗顔後に安静仰臥位10分後に顔面部の測定を

行った。測定部位は目尻のシワとした（図１）。約
1.5㎠を採取し解析は約１㎠である。仰臥位にてレ
プリカを塗布し（図２）、約１分間硬化させて（図
３）採取した（図４）。

（３）介入方法
シワに対して平行方向で刺激を行う群（図５）、シ

ワに対して直角方向で刺激を行う群（図６）を無作
為に２群に割り付けその測定結果を比較した。

鍼刺激は目尻２ヶ所、鼻唇溝３ヵ所、眉間２ヶ所
と、大迎穴、頬車穴、下関穴、和髎穴、曲鬢穴に対
し左右計24ヶ所に行った。鍼はセイリン社製

（15mm×0.14mm）を使用し、横刺にて10㎜刺入し10
分置鍼した。

測定は介入前後で行った（図７．８）。レプリカ剤
は化粧品工業会のガイドラインに準拠した反射用レ
プリカ解析システム ASA-03RXD を用い解析エリア
内の全体積率（μmm³/mm²）、解析エリア内シワ面積
率（％）、解析エリア内シワ体積率（％）、シワ最大
深度（μm）、シワ最大幅（μm）、シワ平均深度（μm/
n）、シワ平均個数（μm/n）を解析した。統計処理は
対応のある t 検定により有意差の分析を行い、有意
判定は５％とした。

４．倫理的配慮
本研究は、学校法人敬心学園職業教育研究開発セ

ンター倫理審査（敬職20‐03号）の承認を得て実施
している。

５．結　果
レプリカ解析を施術前（図７）と、施術後（図８）

図１．測定部位

図５．平行群

図３．硬化

図６．直角群
図２．レプリカ剤塗布

図４．剥がす



鍼が顔面の皮膚に与える影響の研究２

－ 84 － － 85 －

で比較検討を行った。
解析エリア内の全体積率（μmm³/mm²）の施術前

101.90±16.34から施術後85.59±21.59 （p=0.01）、直
角 方 向 の 刺 激 -19.52±16.61、 平 行 方 向 の 刺 激
-13.10±12.09（p=0.57）で施術前後の比較では有意
差があり（図９）、直角方向の刺激と平行方向への刺
激の比較では有意差はなかった（図10）。

解析エリア内シワ面積率（％）の施術前3.60±0.66
から施術後2.73±0.87 （p=0.002）、直角方向の刺激
-1.06±0.56、平行方向の刺激 -0.67±0.62 （p= 0.44）で
施術前後の比較では有意差があり（図11）、直角方
向の刺激と平行方向への刺激の比較では有意差はな
かった（図12）。

解 析 エ リ ア 内 シ ワ 体 積 率（％） の 施 術 前
51.72±11.42から施術後37.95±13.89 （p=0.002）、直
角 方 向 の 刺 激 -17.76±8.98、 平 行 方 向 の 刺 激
-9.78±9.44（p=0.38）で施術前後の比較では有意差が
あり（図13）、直角方向の刺激と平行方向への刺激
の比較では有意差はなかった（図14）。

シワ最大深度（μm）の施術前410.80±46.91から施
術 後405.65±63.34 （p=0.82）、 直 角 方 向 の 刺 激
0.18±22.39、平行方向の刺激 -10.48±90.06（p= 0.84）

で施術前後の比較では有意差なし（図15）、直角方
向の刺激と平行方向への刺激の比較でも有意差はな
かった（図16）。

シワ最大幅（μm）の施術前492.70±112.37から施
術 後446.89±138.11（p=0.04）、 直 角 方 向 の 刺 激
-42.09±69.91、 平 行 方 向 の 刺 激 -49.53±44.23

（p=0.86）で施術前後の比較では有意差があり（図
17）、直角方向の刺激と平行方向への刺激の比較で
は有意差はなかった（図18）。

シワ平均深度（μm/n）の施術前161.89±19.59から
施術後151.90±15.00（p=0.049）、直角方向の刺激
-17.62±13.48、平行方向の刺激 -2.35±7.00（p= 0.18）
で施術前後の比較では有意差があり（図19）、直角
方向の刺激と平行方向への刺激の比較では有意差は
なかった（図20）。

シワ平均個数（μm/n）の施術前0.55±0.11から施術
後0.52±0.11（p=0.17）、直角方向の刺激 -0.01±0.07、
平行方向の刺激 -0.06±0.07（p= 0.21）で施術前後の
比較では有意差なし（図21）、直角方向の刺激と平
行方向への刺激の比較でも有意差はなかった（図
22）。

図７．施術前

図９．全体積率の施術前後の比較 図11．シワ面積率の施術前後の比較

図10．全体積率の直角刺激と平行刺激の比較

図８．施術後
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図12．シワ面積率の直角刺激と平行刺激の比較

図13．シワ体積率の施術前後の比較

図14．シワ体積率の直角刺激と平行刺激の比較

図15．シワ最大深度の施術前後の比較

図16．シワ最大深度の直角刺激と平行刺激の比較

図17．シワ最大幅の施術前後の比較

図18．シワ最大幅の直角刺激と平行刺激の比較

図19．シワ平均深度の施術前後の比較
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６．考　察
シワに対しての鍼刺激は、鍼の方向に関係なく減

少傾向が認められた。臨床もしくは学校教育におい
て、多くの場合鼻唇溝のシワ、鼻唇溝上の経穴に対
しては下から上方へ斜刺の平行方向への刺激を行っ
てきた４）13）。目尻のシワへの刺激方向は示されてい
ない。

シワは組織学的進行度によって可逆ジワ、小ジ
ワ、大ジワに分類される。また、成因と関連要因に

よっては、表情ジワ、たるみジワ、段差ジワに分類
される ７）８）。または、その深さによって表皮性のい
わゆる小ジワ、真皮性のシワに分類され、表皮性の
シワは乾燥によってもおこり、真皮性のシワは、主
に光老化によって真皮のコラーゲン線維、弾性線維
が変性することによって生じる ９）。

シワは筋緊張がその一因とも考えられ 10）、鍼刺激
は筋緊張緩和をさせる作用がある。また鍼は顔面部
の１回の施術で皮膚のうるおいに影響を与え 11）、鍼
刺激が顔面部の血流の変化に関与している 12）。

本研究において、シワ増減の機序を特定すること
はできなかったが、シワへのアプローチ方法は、平
行方向での刺激でも直角方向の刺激でも有意差はみ
られないことがわかった。また個人差も大きいた
め、今後さらなる研究が必要である。

今回は目尻のシワに対しての測定だったため、鼻
唇溝や額のシワに対しても鍼の刺入角度や鍼の太さ
によって違いがでるのか検討することで、今後美容
鍼灸の理論・技術的根拠の研究に必要だと考える。

謝　辞
本研究にご協力いただきました皆様に厚く御礼申

し上げます。
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図20．シワ平均深度の直角刺激と平行刺激の比較

図21．シワ平均個数の施術前後の比較

図22．シワ平均個数の直角刺激と平行刺激の比較
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研究ノート

抄録：本稿の目的は、社会生活力及び社会リハビリテーションのプログラム等が実践されるにあたって、定着へ
の要因である「評価」が先行研究上、どのように取り組まれたかを明らかにすることである。社会生活力の評価
を中心に焦点を当てて整理し、国内論文10件を検討した結果、今後の課題を含め、以下の３点が明らかになった。
１）社会生活力の操作的枠組み・評価項目：社会生活力に関わる評価が不十分な状況にあるばかりではなく、そ
の概念が不明確であること、２）評価方法・尺度について：社会生活力及び社会リハビリテーションを評価する
際、標準的に用いられる評価方法・尺度はまだ見当たらないこと、３）現状において、社会生活力及び社会リハ
ビリテーションの評価における３つの方向性と、社会リハビリテーション以外を根拠とする社会生活力概念等に
より概念の統一性はないものの、リハビリテーション、社会福祉、教育、療育等、多分野における活用を見出す
ことが可能、の３点であった。また、３つの方向性が確認できたが、国際生活機能分類（International Classification 
of Functioning, Disability and Health：ICF）（以下「ICF」と略記する）における ICF コードとの共通点等を確認す
ることも可能で、「包括性」を有する ICF との共通性をもって、社会生活力及び社会リハビリテーション評価の
一助になることが考察された。

キーワード：社会生活力、社会リハビリテーション、評価
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１．背景・研究目的
現在のわが国の障害者施策は、障害の有無にかか

わらず、国民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え
合って共生する社会を目指し、身近な地域で障害者
の自立と社会参加に関わる支援等を推進することを
目的としている。障害者総合支援法においては、障
害者自立支援法における利用者本位のサービスへの
再編を継続し、「地域で暮らす」といった視点がより
明確化された。障害者基本法を基軸に、障害者が社
会で共生し、自立した生活をするためには、より

「地域で暮らす」ことを焦点においた施策や援助体
系を継続的に整備する必要に迫られている。

障害者が「地域で暮らす」ための施策として、障
害者総合支援法の訓練等給付に含まれる、自立訓練
事業における機能訓練事業と生活訓練事業がある。
自立訓練事業は、「障害者につき、自立した日常生
活、又は社会生活が営むことができるよう、厚生労
働省令で定める期間にわたり、身体機能、又は社会
生活能力の向上のために必要な訓練、その他厚生労
働省令で定める、便宜を供与することをいう」と定
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められている。機能訓練事業は、医学的リハビリ
テーションサービスであるが、生活訓練事業は、障
害者自身の自立と地域生活を実現するために実施さ
れる、さまざまな障害のある人の能力の維持・向上
を目的としたリハビリテーションサービスであり、
それは社会リハビリテーションに該当するといえる

（重田 2012）。
1986年Rehabilitation International （RI）により、「社

会リハビリテーションとは、社会生活力（Social 

Functioning Ability：SFA）を高めることを目的とし
たプロセスである。社会生活力とは、さまざまな社
会的な状況のなかで、自分のニーズを満たし、一人
ひとりに可能な最も豊かな社会参加を実現する権利
を行使する力を意味する」と定義された。

厚生労働省「障害のある人の相談支援について」
においては、障害に関わる一般的な相談をする場合
の障害者相談支援事業の事業内容として、「福祉
サービスを利用するための情報提供・相談」、「社会
資源を活用するための支援」、「ピアカウンセリン
グ」、「専門機関の紹介等」のほかに、「社会生活力を
高めるための支援」を取り上げているなど、社会生
活力が相談支援事業における具体的な支援として位
置づけられていた。また、奥野らは、社会リハビリ
テーションのプログラム化に取り組み、４つの「社
会生活力プログラム・マニュアル」を発刊してい
る １）。最新の「障害のある人のための社会生活力プ
ログラム・マニュアル」（2020）においては、「生活
の基礎をつくる」「自分の生活をつくる」「自分と障
害を理解する」「地域生活を充実する」「自分の権利
を生かす」といった５部構成で、24のモジュールを
設定している。

上記のことからも、社会リハビリテーション及び
社会生活力が、障害者総合支援法を背景とした障害
者支援に関わるキーワードの一つで、具体性を持っ
た、実践に向けたプログラム化が行われている状況
を確認できる。

しかし、わが国においては、プログラム化のみな
らず社会生活力及び社会リハビリテーションに関わ
るアプローチは、「１人ひとりに可能な最も豊かな
社会参加を実現する権利」を推進するために重要に
も関わらず、先行研究を含め十分な検討が行われて
いない。

社会生活力及び社会リハビリテーションのプログ
ラム等が実践されるにあたって、定着への要因であ
る「評価」が先行研究上、どのように取り組まれたか
明らかにするために本研究に取り組むこととした。

２．方法
上記で記載した社会リハビリテーションの定義に

より、社会生活力と社会リハビリテーションは、関
連性が高いキーワードであるといえよう。よって、
社会生活力及び社会リハビリテーションに関する論
文を、Web 上の論文検索データベースにより検索し
た。論文検索のデータベースには、CiNii Articles、医
学中央雑誌 Web、メデイカルオンラインを用いた。
検索式を「社会生活力」と「社会リハビリテーショ
ン」で設定し、それぞれの用語は単独で検索を行っ
た（検索日：2020年11月16～18日）。また、以下の
採択基準を設け、スクリーニングを実施した。

【採択基準】
①　�日本の社会福祉学、教育学、心理学、看護学、リ

ハビリテーション学、医学の論文を対象とする。
②　�「評価」に関する定義としては、評価と価値を判

断するために「物事の意義、値打ち、重要性を
体 系 的 に 明 ら か に す る こ と 」（ 安 田・ 渡
辺 2008）とする。そして、評価の対象となる
プログラムとは、「何らかの社会目標を達成す
るために計画され、対象や期間、場所など特定
の条件をもって行われるもの」（山谷 1997）を
採用し、採択の基準とする。

③　�社会生活力及び社会リハビリテーションのアウ
トカムおよびプロセス等の評価分類と関連要因
に関する測定、記述を行っている。評価分類は、
ドナベディアン（Avedis Donabedian）におけるド
ナベディアンモデルの３つの枠組みである「構造

（ストラクチャー：Structure）」「過程（プロセス：
Process）」「成果（アウトカム：Outcome）」を参考
とした。

【スクリーニング方法】
①　�ファースト・スクリーニング

・表題と抄録の精査
・採択基準外の論文を除外する。
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・�２つのデータベース間、検索式（社会生活力お
よび社会リハビリテーション個々のキーワー
ド）間で重複する論文を「ノイズ」として削除
する。

②　セカンド・スクリーニング
�　本文内容の適格性・整合性を、上記採択基準に
基づき検討する。

③　分析方法
�　上記の方法で得られた論文より、社会生活の操
作的枠組み・評価項目、評価方法、分類基準等を
精査し、下記の通り分類した上で特徴等に関し、
分析するものとする。

④　分類方法
�　上記③を参考に分類をする。

⑤　その他
�　「見落とし（検索漏れ）」を減らすこと、類似概
念・定義への言及等を目的に、論文中の参考論文
リストを主な参考に「雪だるま式検索」を追加し、

「結果のまとめ・考察」において、補うものとする。

３．結果
１）論文の採択

キーワード検索の結果は以下の通り（表１）である。

データベース間の重複を削除し、ファースト・スク
リーニングで残ったカッコ内25件から、採択基準に
合致した10件を抽出した。10件の論文は、「結果の
まとめ・考察」「文献」にて記載する。

２）評価の状況等
抽出された10論文に関し、社会生活力の操作的枠

組みとして、評価項目が含まれていた。また、併せ
て評価方法、分類基準等を結果のまとめ・考察に記
載した。

表１　検索結果

Cinni Articles 医学中央雑誌 メデイカル�
オンライン

社会生活力 31（４） 52（６） 33（３）
社会リハビリ
テーション 68（３） 163（６） 49（３）

４．結果のまとめ・考察
①　社会生活力の操作的枠組み・評価項目

まずは、抽出した論文に関し、社会生活力との関係
を含めつつ、操作的枠組み・評価項目を考察したい。

桜井（1971）の論文では、精神薄弱児の「適応行
動」を支える重要な要因として、社会リハビリテー
ションの枠内とは別に社会生活力をとらえ、具体的
には、「一般的自立」「食事の自立」「着衣の自立」「作
業能力」「移動能力」「コミュニケーション」「自己支
持力」「社会関係」「数量処理」を取り上げている。
ここでは、ADL から対人関係スキル、リビングスキ
ルまで「社会生活に必要なスキル」として取り上げ、
操作的枠組み・評価項目としている。

土田（1999）の論文では、「余暇教育プログラム
（LBP）」を社会リハビリテーションの一つとして、
操作的枠組み・評価項目とする。「社会リハビリ
テーションの援助過程でしばしば用いられる『セラ
ビューテック・レクレーション・サービス』」（土田
1999）における「余暇教育プログラム（LBP）」参加
者の事例分析を行い、「余暇活動を見つけだす」過程
を分析した。本研究においては、社会リハビリテー
ションプログラムにより「余暇活動を見つけ出す
力」が向上したと結論付けているが、社会生活力に
関する言及はなされていない。

Sakiyama ら（2002）の論文では、社会リハビリ
テーションの一つの操作的枠組み・評価項目とし
て、精神科リハビリテーション行動評価尺度

（REHAB）のスピーチ技術項目及びセルフケア項目
を用いている。BPRS 尺度も同時に用いているが、
社会リハビリテーションを継続することで、精神症
状の軽減につながるかどうかの把握がなされたが、
実験群と統制群の両群間の相違はなかった。本研究
においては「社会リハビリテーションにより『精神
科リハビリテーション行動評価尺度（REHAB）のス
ピーチ技術項目及びセルフケア項目』が向上した」
として結論づけているが、社会生活力の向上といっ
た言及はなされていない。

宮本ら（2006）の論文では、「社会生活力評価マ
ニュアル」において、基礎能力として、「意思表示」

「他の人の気持ちの理解」「自己統制」「マナー」「主
体性」「時間の管理」「危機管理」「余暇活動」「障害
の理解」を挙げている。また、実践能力として、「健
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康管理」「外出」「住まいの管理」「金銭管理」「情報
交換」「食事の管理」を挙げ、社会生活力を構成する
項目は上記の基礎能力及び実践能力であるとして、
操作的枠組み・評価項目としている。

関口ら（2008）の論文では、奥野らの「社会生活
力プログラム・マニュアル：知的障害・発達障害・
高次脳機能障害等」版を用いて、社会生活力の操作
的枠組み・評価項目としているが、「コミュニケー
ションと人間関係」のモジュールを一つ取り上げ、
評価を行っている。しかし、あくまで「コミュニ
ケーションと人間関係」における評価であり、社会
生活力の操作的枠組み・評価項目として「コミュニ
ケーションと人間関係」のモジュールを用いると
いった記述はない。

小林ら（2011）の論文では、障害者支援施設（自立
訓練：機能訓練）に入所した脳卒中片麻痺患者を対
象に医学リハビリテーションと社会リハビリテーショ
ンを並行して実施している。「社会生活力プログラム・
マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳機能障害
等」版を参考に、「社会参加」「外出」「健康管理」「調
理動作」「自宅訪問及び住環境調整」を各項目別に実
施し、これを医学リハビリテーションとの連続性を念
頭に社会生活力の操作的枠組み・評価項目とし、社
会的転機としての「就労」をアウトカムとしている。

三田ら（2011）の論文では、社会リハビリテー
ションの枠内とは別に、社会生活力を、ICF コード
の枠内でとらえ、社会生活力の操作的枠組み、評価
項目としている。社会生活力に関連する「意思決定」

「日課の遂行」「会話」「コミュニケーション用具の技
法と利用」「基本的な対人関係」「基本的な経済的取
引」「健康に注意すること」の７項目を取り上げてい
る。

重田ら（2012）の論文では、奥野らの「社会生活
力プログラム」を用いて、社会生活力の操作的枠組
み・評価項目としている。生活訓練事業を焦点にし
て調査を行い、知的・精神・発達障害者を対象とし
た。そのため、社会生活力として、「社会生活力プロ
グラム・マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳
機能障害等」版及び、「社会生活力プログラム・マ
ニュアル：精神障害」版の計50項目（重複モジュー
ルあり）を対象としている。

柳田（2013）の論文では、奥野らの「社会生活力

プログラム」を用いて、社会生活力の操作的枠組
み・評価項目としている。社会生活力プログラムの
プロセス評価を行い、社会生活力として、重田と同
じく「社会生活力プログラム・マニュアル：知的障
害・発達障害・高次脳機能障害等」版及び、「社会生
活力プログラム・マニュアル：精神障害」版の計50
項目（重複モジュールあり）を対象としている。

池田ら（2016）の論文では、介護保険サービスの通
所リハビリテーションサービス利用者の外出・社会
参加を社会リハビリテーションの操作的枠組み・評
価項目としていて、社会生活力に関する言及はない。

②　評価方法について
１）�桜井論文：成果（アウトカム）評価。クロス集

計によるパーセンテージ表示による。
２）�土田論文：成果（アウトカム）評価。事例分析

による。
３）�sakiyama ら論文：成果（アウトカム）評価。精

神 科 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 行 動 評 価 尺 度
（REHAB）のスピーチ技術項目及びセルフケア
項目による。

４）�宮本ら論文：成果（アウトカム）評価。社会生
活力評価マニュアル（青少年版 V4.0使用）の各
評価項目における５件法評価による。

５）�関口ら論文：成果（アウトカム）評価。ICF の
項目リストによる効果測定、独自の「実践評価
表」による評価による。

６）�小林ら論文：成果（アウトカム）評価。下肢Br．
Stage、10m 歩行速度、Barthel Index による。

７）�三田ら論文：成果（アウトカム）評価。社会生
活力に関連する「意思決定」「日課の遂行」「会
話」「コミュニケーション用具の技法と利用」

「基本的な対人関係」「基本的な経済的取引」「健
康に注意すること」の７項目に対する、ICF が
提唱する第 I 評価点（実行状況の評価）と第 IV

評価点（支援なしでの実行状況の評価）による。
８）�重田ら論文：過程（プロセス）評価のため、尺

度記載なし。
９）�柳田論文：過程（プロセス）評価のため、尺度

記載なし。
10）�池田ら論文：成果（アウトカム）評価。ベース

ライン終了時における LSA、BBS、FIM、老研
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式のスコアを Wilcoxon 符号付順位和検定を用
いた検証による。

③　評価・分類基準の３つの方向性と多分野におけ
る活用

以下、抽出した論文に関し、３つの方向性に分類
できたが、各論文の内容の確認と活用に関する考察
を加えることとする。また、プロセス評価であった、
重田ら、柳田の論文を除き、考察する。

抽出した10件の論文のうち４つの論文は、奥野ら
の「社会生活力プログラム」に関する論文であった。

関口ら論文は、「社会生活力プログラム」の評価を
メインとする研究である。研究課題として著者ら
は、①セッション間隔を隔週１回で実施したが週１
回は必要、②統制群を設けられなかった、③評価ス
ケールにおける客観性の担保が困難、といったこと
を述べている。セッション間隔に関しては、重度の
知的障害者であるといった障害特性等を考慮する
と、本来的には毎週の実施が有効である。しかし、
実質的なスキルの定着には、反復でのセッション実
施など、「般化」に向けた試みが必須であるといえ
る。般化のためには、短期間での数回の実施ではな
く、中長期を視野に入れた反復でのセッション実施
が、重要と指摘できよう。また、当初、ICF の項目
リストを用いて、実践開始前の生活機能についての
評価を行った。その後、効果測定を行ったが、ほと

んどの項目で「完全な制限（ほぼ100％）」、「不明」、
「非該当」に該当したため、実践前後の変化や効果を
確認することができなかった。

小林ら論文は、医学的リハビリテーションと社会
生活力プログラムを並行して実施することで、入所
時と退所時の下肢 Br．Stage（機能障害程度）に変化
はなかったが、10m 歩行速度と Barthel Index はいず
れも有意な改善を認めている。社会生活力及び社会
リハビリテーションを上記のような医学的リハビリ
テーションと複合的に評価することは、実際的なリ
ハビリテーションプロセスにおいて重要と考える。

次に社会リハビリテーションに基づく社会生活力
及び社会リハビリテーションのうち、奥野らの「社会
生活力プログラム」との関連が確認できない論文で
ある。ICF の「活動と参加」による評価を行った、三
田ら論文は、ICF が提唱する第 I 評価点（実行状況の
評価）と第 IV 評価点（支援なしでの実行状況の評価）
を使用し、社会生活力の実態や支援の効果は、知的
障害の程度と密接な関連があるだけでなく、運動障
害も一定の影響を及ぼすことが示唆された。この研
究により、ICF コードによる社会生活力に関わる支援
への適用効果が明らかになった。本研究においては
抽出されなかったが、逵（2010）は ICF の「活動と参
加」の項目と「社会生活力プログラム」の各モジュー
ルの関係性を以下の通りにまとめている（表２）。

この表からも、ICF と「社会生活力プログラム」

表２　社会生活力プログラムと ICF との関連

社会生活力プログラムモジュール項目（「知的
障害・発達障害・高次脳機能障害等」版より）

ICF コード：第１レベルまでの分類

コミュニケーション
コミュニケーションと人間関係、男女交際と
性、結婚、働く、サポート、余暇、外出、自己
の認識

○活動と参加
コミュニケーション、対人関係
○環境因子

経験・体験

時間管理、安全・危機管理、金銭管理、掃除・
整理、買い物、外出、働く、余暇、社会参加、サ
ポート、セルフケア、育児、衣類管理、自分と
障害の理解

○活動と参加
コミュニケーション、運動・移動、セルフケア、家庭生
活、対人関係、主要な生活領域、コミュニティライフ、社
会生活・市民生活
○環境因子

学習意欲の向上

情報、障害者福祉制度、施設サービス、地域
サービス、権利擁護

○活動と参加
学習と知識の応用、一般的な課題と要求、コミュニケー
ション、対人関係
○環境因子

身体機能の維持・向上

健康管理、食生活、セルフケア、住まい、障害
の理解

○心身機能
〇身体構造
〇活動と参加
コミュニケーション、運動・移動、セルフケア、家庭生活
○環境因子

（逵［2010］を元に著者が作成）
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の各モジュールとの共通点が確認できる。
よって、三田らの研究および、前述した「社会生

活力プログラム」の評価をメインとする研究である
関口らの研究は、評価基準に ICF を用いていて、

「『社会生活力』のモジュールと ICF の『活動と参加』
の項目には、相互に関連する要素が多く、またそれ
らの活用は、『自己実現と社会参加』を実現するため
に足りない社会資源や『社会生活力』にも目を向け、
またアセスメントや評価においても、活用の可能性
があることがわかった」（逵 2010）と述べていると
おりであると考察できる。また、奥野（2006）は

「社会リハビリテーションの重要性は、ICF が採択
されてから益々大きくなっている」とも言及してい
て、社会リハビリテーション及び社会生活力と ICF

との関連性に関し、評価レベルを含め、実証研究が
必要と思われる。

最後に、社会リハビリテーションに基づく社会生
活力及び社会リハビリテーションとの関連以外の概
念及び尺度等によって、社会生活力を評価している
論文である。療育、特別支援教育との関連で３件確
認できた。知的障害特別支援学級の対象となる知的
障害者の障害程度は、「知的発達の遅滞があり、他人
との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むの
に一部援助が必要で、社会生活への適応が困難であ
る程度のもの」（平成25年10月４日付文科発第756号
所初等中等教育局長通知）とあるとおり、「社会生
活」への適応が、特別支援教育における教育的課題
としてあることを示している。また、学童期の発達
課題として、社会生活力を「社会生活への適応」と
いった視点が重要であると読み取ることは可能と考
える。この種の論文は、教育リハビリテーションの
一環として、社会生活力の向上に向けて、独自のプ
ログラムや評価尺度を開発し、成果（アウトカム）
評価や過程（プロセス）評価が実施されていた。今
回抽出された桜井の研究は、「遅れ」を示す指標で、
適応行動を支える要因として社会生活力を取り上
げ、療育との接点に着目した研究であった。適応行
動に関し、AAMR（American Association on Mental 

Retardation：アメリカ精神遅滞学会）の定義を取り
上げ、「適応行動とは個人が環境の自然的、社会的要
求をいかに処理していくかを意味するものであって
二つの面がある。一つは個人が自分のことを自分で

処理し、かつ独立して生活していくことのできる度
合であり、もう一つは個人的、社会的責任に対する
文化的要求に応じられる程度である」と述べてい
て、単純集計に基づく調査を実施している。社会生
活力において、「一般的自立」「食事の自立」「着衣の
自立」「作業能力」「移動能力」「コミュニケーショ
ン」「自己指示力」「社会関係」を調査項目として取
り上げていて、「社会生活力は適応行動を支える重
要な要因」として、「人間関係」とともに重視してい
る。精神薄弱乳幼児、正常乳幼児、成人精神薄弱者
を対象とし、成人精神薄弱者では、在宅保護群と施
設収容群との比較、６年経過後の社会的予後に関し
ても調査している。社会的予後に関しては、就職群、
家庭保護、施設収容群及び結婚群について、社会生
活力を概観している。女子は男子と比較し、著しい
差異が認められないこと、男子の軽度ではコミュニ
ケーション・作業技術、中程度では移動交通・作業
技術、重度では移動交通・作業技術・数量処理に有
意差が認められる。また、女子は軽度では全く有意
差が認められず、中程度ではコミュニケーション・
移動交通、重度では移動交通・作業交通に有意差が
認められる、と述べている。そして、まとめとして

「人間は孤立して生存することができない社会的存
在であり、人間集団のなかでこそ安定感や欲求充足
がはかれるものであるならば、人間が作り上げてい
る時代や社会の精神あるいは理念は人間の幸せを目
的としたものでなければならず、また人間生活に直
接あるいは間接に影響を与え、場合によっては左右
すらするものである」と述べ、「『共に生きる』生活
を通してこそ人間としての幸せがかなえられる」と
いった社会のインテグレート、インクルージョンに
向けて先駆的な考察を加えている。次に、宮本らに
よる社会生活力評価マニュアル（青少年版：
Ver.4.0）」を用いて社会生活力の評価を行い、信頼
性、内的妥当性、IQ/DQ および運動障害との関係を
検討することを目的とした研究である。結果とし
て、２人の評価者の一致度は高く、K 係数は0.42で
あり、統計学的に信頼性が確認された。また、評価
者64人（回答率75.2％）へのアンケート調査によっ
て、内的妥当性も確認された。今回得られた社会生
活力は、IQ/DQ と相関が認められたが、運動障害レ
ベルの重症度とは相関しなかった。この研究におい
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ては、社会生活力評価マニュアル（青少年版：
Ver.4.0）における、信頼性、妥当性を得ることがで
きたと結論に至っている。これは、2004年に Ver.4.1
となり、2006年に「社会生活力・社会性評価法」と
して、「生命維持機能評価法」「脳性麻痺簡易運動テ
スト」「基本的 ADL 評価法」、「変形拘縮評価法」と
併せて、JASPER（Japanese Assessment Set of Paediatric 

Extensive Rehabilitation：日本広範小児リハ評価セッ
ト）として発刊された。しかし、一方でリハビリ
テーション領域における理学療法士、作業療法士等
のリハビリテーション専門職が、自身の専門領域を
横断する形で社会リハビリテーションに関わるメ
ニューやプログラムを実施し、アウトカムを評価す
る方向性も確認された。池田らの研究は、まさにこ
うした研究である。社会リハビリテーションを含む
大きな概念として「地域リハビリテーション」を取
り上げ、「一人ひとりの生活主体を尊重した地域社
会創り」として、地域における活動参加を促す農業
体験等の社会リハビリテーションのメニューを実施
し、評価を行っている。評価には、個人の生活の広
がりを評価する指標である、LSA（Life-Space Assesment）
を用いた。高齢者の通所リハビリテーションといっ
た、障害領域以外で社会リハビリテーションメ
ニューの活用を図り、QOL（Quality of Life：生活の
質）向上もターゲットに入れて、評価している点は
重要である。

今後は、社会生活力の概念・定義等が統一した形
で、評価が行なわれることを望むものである。しか
し、本研究において抽出された論文の中で社会リハ
ビリテーションをメインとしながら、社会生活力概
念を使用せずにアウトカム評価を行った論文がある
ように、社会リハビリテーションと社会生活力の関
係を一体的に捉えることはできないことが本稿に
よって示唆された。

療育、特別支援教育においての社会生活力との関
連は、上記に記載した「社会生活」への適応に向け
た「社会性」獲得や適応行動との関連で、評価が必
要な状況にある。しかし、社会生活力と類似した

「社会生活能力」の評価においては、障害児における
教育・教育心理・発達等に関わる研究の蓄積を確認
できる。社会生活能力を評価する尺度として、日本
では SM 社会生活能力検査（以下、S-M 検査）が利

用されている。緒方（2011）は、「知能検査が純粋
な知能の働きを測定しようとしているのに対して、
S-M 検査は具体的な生活における知的な働きや技能
を測定しようとしている」と述べている。S-M 検査
における社会生活能力は、「児童が自分自身の生活
を処理し、やがて成人として独立にいたるいろいろ
な活動に参加する能力」と定義されている（三木
1980）。日本では、ダウン症児（鈴木・小林・池田・
菅野・橋本・細川 1997）、肢体不自由児（江田・田
川・石本 2007）、二分脊椎児（福田・岩谷・吉
田 2001）、脳性麻痺児（鈴木・吉田・岩谷、1997）
など、様々な障害を持つ児童の社会生活能力が S-M

検査で評価されている。
社会生活力においては、こうした療育、特別支援

教育での取り組みに関し、奥野が編者となって2007
年に出版した「実践から学ぶ『社会生活力』支援 -

自立と社会参加のために」で、特別支援学校（旧肢
体不自由児養護学校）における社会生活力プログラ
ムを用いた実践も紹介されている。よって、療育、
特別支援教育の実践の場においては、「社会生活力
プログラム」と他の社会生活力をターゲットとした
プログラムが併存している状況も確認することがで
きた。

５．結論
本研究では、社会生活力の評価を中心に、概念、

定義に焦点を当てて整理し、国内論文10件を検討し
た結果、今後の課題を含め、以下の３点が明らかに
なった。
１）社会生活力の操作的枠組み：評価項目

社会生活力に関わる評価が不十分な状況にあるこ
とばかりではなく、その概念が不明確であることが
明らかになった。また、操作的枠組みが一定性に欠
ける状況であった。また、社会生活力と社会リハビリ
テーションの関係性は、Rehabilitation International 

（RI）の定義からも明確であるが、社会リハビリテー
ションが、医学的リハビリテーション、職業リハビリ
テーション、教育リハビリテーションにおける補完
的なポジションであることが読み取れる点など、そ
の独立性において不明確な現状が明らかになった。
２）評価方法・尺度について

社会生活力および社会リハビリテーションを評価
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する際、標準的に用いられる評価方法・尺度はいま
だ見当たらないことが明らかになった。クロス集
計、事例分析、特別支援教育に関連した肢体不自由
児の社会生活力評価マニュアルにおける評価方法・
尺度、理学療法や作業療法等におけるリハビリテー
ションに関連した尺度などが用いられていたが、社
会生活力そのものを評価する尺度ではなかった。
３）�社会生活力及び社会リハビリテーション評価の

３つの方向性と多分野における活用
①社会リハビリテーションに基づく社会生活力及

び社会リハビリテーションのうち、奥野らの「社会
生活力プログラム」及びその概念との関連のある論
文、②社会リハビリテーションに基づく社会生活力
及び社会リハリテーションのうち、奥野らの「社会
生活力プログラム」及びその概念との関連が確認で
きない論文、③社会リハビリテーションに基づく社
会生活力及び社会リハビリテーションとの関連以外
の概念または尺度等によって、社会生活力を評価し
ている論文、の３つに分類することができた。

本研究の結果、社会生活力は、IADL（Instrumental 

Activities of Daily Living）やリビングスキル（Living 

Skill：生活スキル）に心理社会的な要素や、奥野ら
（2020）の社会生活力プログラムの基本理念にある
ように、リハビリテーション、QOL（quality of life：
生活の質）、生活モデル・人権モデル・統合モデル、
エンパワメント、パートナーシップ、インクルー
ジョン、社会参加、支援などの現代のソーシャル
ワークに関連した基本理念を含む、包括的な概念と
して捉えることができる。しかし、こうした包括概
念を一括して評価することが難しく、操作的枠組み
として、構成する項目（モジュール項目）を単体や
複数まとめて評価する方向性が強い。

こうした「包括性」をどう捉えるかに関しては、
前述した ICF にヒントがあると考える。「障害を定
義するのは難しい。なぜなら障害は多くの生活領域
に関係し、人と環境との相互作用に関わるからであ
る」（世界保健機関：WHO 2015）とあることから、
ICF が作成された経緯がある。社会リハビリテー
ションとの関連性のみならず、社会生活力も人と環
境との「相互作用」を加味したものであり、概念の
広がりをどう捉えるかが重要になる。

ICFは日常的に障害を評価、測定することは実用的

でないため、WHO は「さまざまな文化圏を通じて、
健康と障害を測定する標準化された方法を提供する
ために、WHO 障害評価面接基準（WHO Disability 

Assessment Schedule：WHODAS2.0）を開発した」（世
界保健機関：WHO 2015）とある。こうした、信頼
性、妥当性を担保した尺度を用いた社会生活力の評
価を、著者自身も含め、今後の課題としたい。

【注】
１）４つの「社会生活力プログラム・マニュアル」に関して
　＊身体障害版プログラム・マニュアル：モジュール構成

【社会生活力プログラム・マニュアル】
第１部　生活の基礎をつくる
　�１．健康管理　２．時間琴線管理　３．家庭管理　�

４．安全危機管理
第２部　自分の生活をつくる
　�５．介助　６．福祉用具　７．住宅　８．外出
第３部　自分らしく生きる
　�９．自己の認識　10．障害の理解　11．コミュニケー

ションと人間関係　12．性・結婚
第４部　社会参加する
　�13．社会参加と社会資源　14．近隣関係・地域活動　

15．就労・作業活動　16．余暇活動
第５部　自分の権利を生かす
　�17．障害者関係の法律と施策　18．権利の行使と擁

護

　＊�知的障害・発達障害・高次脳機能障害等版プログラム・
マニュアル：モジュール構成

【自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル】
第１部　生活の基礎をつくる
　�１．健康管理　２．食生活　３．セルフケア　４．時

間管理　５．安全・危機管理
第２部　自分の生活をつくる
　�６．金銭管理　７．住まい　８そうじ・整理　９．買

い物　10．衣類整理
第３部　自分らしく生きる
　�11．自分と障害の理解　12．コミュニケーションと

人間関係　13．男女交際と性　14．結婚　15．育児
第４部　社会参加する
　�16．情報　17. 外出　18．働く　19．余暇　20．社会

参加
第５部　自分の権利を生かす
　�21．障害者福祉制度　22．施設サービス　23．地域

サービス　24．権利擁護　25．サポート

　＊精神障害版プログラム・マニュアル：モジュール構成

【地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル】
第１部　生活の基礎をつくる
　�１．精神科医療　２．健康管理　３．食生活　４．セ

ルフケア　５．生活リズム　６．安全・危機管理
第２部　自分の生活をつくる
　�７．金銭管理　８．すまい　９．掃除・整理　10．買

い物　11．服装
第３部　自分の理解とコミュニケーション
　�12．自分と病気・障害の理解　13．コミュニケーション　
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　14．家族関係　15．友人関係　16．支援者との関係
第４部　地域生活を充実する
　�17．教育と学習　18．就労生活　19．恋愛・結婚・

子育て　20．外出・余暇活動　21．地域生活・社会
参加

第５部　自分の権利をいかす
　�22．障害福祉制度　23．日中活動サービス　24．地

域生活サービス　25．権利擁護

　＊障害統合版プログラム・マニュアル：モジュール構成

【障害のある人の社会生活力プログラム・マニュアル】
第１部　生活の基礎をつくる
　�１．健康管理　２．食生活　３．セルフケア　４．生

活リズム　５．安全・危機管理
第２部　自分の生活をつくる
　�６．金銭管理　７．すまい　８．掃除・整理　９．買

い物　10．服装
第３部　自分の理解とコミュニケーション
　�11．自分の理解　12．障害の理解　13．人間関係　

14．コミュニケーション
第４部　地域生活を充実する
　�15．教育と学習　16．就労生活　17．恋愛・結婚・

子育て　18．外出・余暇活動　19．地域生活・社会
参加

第５部　自分の権利をいかす
　�20．社会保障制度　21．障害福祉制度・サービス　

22．介護保険制度・サービス　23．支援の活用　24．
権利の行使と擁護
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研究ノート

抄録：本稿は、榎沢良彦の現象学的保育学の中心概念である「対話」の検討を通じて、保育研究に対する現象学
的アプローチの有効性とその限界を明らかにするものである。榎沢において「対話」とは、保育者と子どもが主
体として共に生きる態様を指しており、さらに規範的・本来的な保育者－子どもの関係性を意味している。但
し、「対話」において、子どもはもはや理解しうる対象ではなく、その都度の関わりの中で保育者に生成的に把
握される存在として現われ、保育者はそのような生成的に把握される存在に向き合う中でしか自らの存在意義を
確かめられない。現象学的アプローチの帰結として、特定の子どもとの関係性の深化を「対話」的関係として規
範化し、それを以て保育の過程の質の向上として捉えることになるが、これは保育者の専門性あるいは資質・能
力の向上を論じることができなくなることを意味する。

キーワード：子ども理解、保育者の存在論、保育実践の質的研究、現象学的還元

保育研究法としての現象学的アプローチの有する諸課題
―榎沢良彦における「対話」概念の検討を通して―

田　口　賢太郎1）　　吉　田　直　哉2）　　安　部　高太朗3）

1）埼玉県立大学  
2）大阪公立大学 
3）郡山女子大学短期大学部

On Some Problems of Phenomenological Approach on ECEC
― Focusing on “Dialogue” in ENOSAWA Yoshihiko’s Thought ―

Taguchi Kentaro1)　　Yoshida Naoya2)　　Abe Kotaro3)

1）Saitama Prefectural University 
2）Osaka Metropolitan University 
3）Koriyama Women’s College

１．はじめに：対象と目的
本稿の目的は保育研究方法論としての現象学的な

アプローチの有効性とその限界について吟味し、そ
れが「保育理論」として有する課題を明らかにする
ことである。

今から半世紀ほど前には、まだ保育の理論がその
他の諸学問・諸理論に比して「若い」学問だと考え
られていた。たとえば、高橋さやかは「どこまでも
子どもを正しく理解し、正しくとりあつかい、誤ち
少なく成長させるために、保育者が努力しなければ
ならない目標」として学問的な「保育の理論」の確

立を訴えていた（高橋 1964：１）。このような「理
論保育」の確立が強く求められた時代において、「保
育が、一つの学問として独立した理論的体系を持つ
ことができるのは、方法および技術の面においてで
ある」との考えも見られた（高橋 1964：１）。

高橋の問題提起からおよそ半世紀が過ぎ、保育学
とは単なる保育方法・技術の理論であることに閉じ
こもることなく、関連する領域と手を携え、領域横
断的・学際的に取り組まれるものであって、あるい
は研究対象の細分化も進み、「あらゆる学問」が「保
育につながる」といえるほどに、保育研究は大きく
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発展をみた。もはや、保育理論は保育技術論にとど
まるものではない。保育に関わるありとあらゆる契
機が保育研究の対象であるといえるだろう。しかし
他方で、現在において、やはり保育研究の関心の中
心点は「子ども理解」にあるとされていることも確
かである。子どもを理解したいという保育者の願い
は、「子どもは理解されるべきものである」という職
業倫理上の要請、そしてそもそも子どもが簡単には

「理解できないものである」という保育の現実から
発出しているものだろう。もし、もっと子どものこ
とが理解できたなら、その時々の子どもにとって必
要なもの、ふさわしい関わり方、よりよい保育の方
法が見いだされるはずである。このような希望に対
して、これまで大きな貢献をしてきたのが、心理学
的研究、とくに「発達」を基軸とした普遍的な「子
ども」の理解に資する研究である。保育の分野にお
いて、子どもの発達に関わる知は多分に蓄積されて
きたし、その成果は保育の世界に有形無形に反映さ
れている。もちろん、「発達」の研究成果は手放しで
保育室に招き入れられたわけではない。常に、あく
まで子どもの客観的理解のための一つのツールとし
て、という留保が伴う。というのも、研究が明らか
にするところの、何歳ごろにこういう様子がみられ
るという発達的な特質には顔がなく、また、こうし
た物差しを実践にそのまま用いることは、子どもの
規格化を招き、個別具体的な子どもの姿を捉えそこ
なう、という危うさの注意喚起も併せてなされてき
た。例えば、保育への現象学的なアプローチを主導
した津守真は「発達を、外部から見られる行動の連
続とみて、その外部にあらわれた行動相互の関連を
明らかにするという課題は、科学的発達心理学の作
り出した架空の課題」であったのではないかという
懐疑を提出し（津守 1999：10f.）、外的に看取され
る行動の兆候をつなぎ合わせても、その子ども自身
の体験の世界にはたどり着かないと述べている。

人称を欠く普遍的な子ども像に照らして捉えられ
る〈抽象的な子ども〉から導き出される保育ではな
く、「子どものありのまま・そのまま」を看取する方
法論―すなわち、特称化された子どもを知るこ
とが重要な保育の手立てとなるという考え方―
には、前述の客観主義への反発から、保育研究者に
おいても、保育実践者においても、一定程度の需要

があるように思われる。たとえば、いま、その需要
を満たすための方途として、重い位置を与えられて
いると考えられるのが、現象学的な方法による保育
研究である。現象する子どもに肉迫し、「ありのまま
の姿」を見出す方法であるとするがゆえに、発達と
いう標準的なスケールをあてにせず、唯一的な存在
としての子どもへの理解的接近を可能にするもので
あると考えられているからである。そして、子ども
への理解は、子どもへの「かかわり」、つまり保育方
法の必須の前提として位置づけられると当然のよう
に考えられてきている。

しかし、そのような抽象化され定型化された子ど
も理解の方法論は、個別具体的な出来事のすべてに
当てはまるわけでは必ずしもないものの、ある種の
代表的提示として受け取られうる。このことが示唆
しているのは、現象学的な保育研究を、その理論
的・実践的両側面の成果に基づき評価し、その射程
を見極める作業が求められているということであ
る。

本稿が取り上げる保育の現象学的研究は、特定の
子どもへの理解に照準するものであり、「子ども理
解」を保育実践の絶対的な前提に位置づける現在の
保育学言説の磁場のなかにあるものといえる。我が
国の保育の現象学的研究の嚆矢としては、既に挙げ
た津守真が知られる。津守は1970年代に保育研究の
手法としての観察について、子どもの行動の変化と
して発達を捉え、外面的に見て取られる行動ばかり
を客観的に見ることではなく、子どもの行動の背景
にある「体験の世界」に目を向けることであるとし
た。津守は「体験」に当たるドイツ語が “Erleben” で
ある（つまり、Leben ＝「生きること」を含んでい
る）ことを引いて、体験とは「人の内に動く生の過
程そのもの」だとしている（津守 1999：12）。津守
が観察を問い直し、「保育研究の転回」の必要性を主
張したことの結果として、子どもの外面的に見て取
られる行動の背後にある内面、つまり、子どもの行
動から推し量ることができる心情や意識こそが保育
研究の主要な対象だとする見方が生じてきた。津守
自身は、その後、子どもの描画をその心象の表れと
して分析していったし（津守 1987）、愛育養護学校
における児童との関わりを基にこの路線での研究を
進めていくことになる（津守 1997）。こうした津守
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による「保育研究の転回」の試みに対しては、例え
ば、小川博久が「保育者と子どもとのかかわりの多
面性を共同研究者と追求したにもかかわらず、彼ら
との共同主観性の形式を放棄し、最終的には子ども
の内面追求に収斂してしまった」と批判しているが

（小川 2016：77）、津守が提起した子どもの内面に
迫ろうとするモチーフは、その後、我が国の保育の
現象学的研究に引き継がれている。

津守とは別個に、現象学の手法を用いて保育研究
を行った人物としては鯨岡峻を挙げることができ
る。鯨岡は、保育実践の当事者である保育者が記録
する「エピソード記述」を提唱し、保育者が間主観
的に分かった子どもの心情を含んだ意識体験を「エ
ピソード」として保育の記録上残すことに意味があ
るとしている（鯨岡・鯨岡 2007：14）。それという
のも、鯨岡にとって保育の基本は子どもの集団を全
体として動かすことにはなく、「子どもと保育者の
相互主体的な関わり合い、つまり主体として受け止
め、主体として返すという、目に見えない心と心が
触れ合う局面」にその本質があるからである（鯨
岡・鯨岡 2007：18）。鯨岡は後年、主体と主体のあ
いだに生じる「情動が行き交い、心の動きが行き交
う独特の場」を「接面」と呼ぶようになる（鯨
岡 2016：124）。鯨岡による「接面」の人間学は、主
体間の心の動きに着目するものであり、保育の文脈
に即して言えば、それは保育者に接面を通じて看取
される子どもの心を理解すべき対象としている。

津守が子どもの描画や障碍児を基本的な対象と
し、鯨岡が保育者の描いた「エピソード記述」を対
象として、保育者と子どもとのあいだに生じている
現象に迫ろうとしているのに対して、本稿で検討対
象とする榎沢良彦は、保育所等において自らが “ 参
与観察者＝保育者 ” として参与観察した事例の記録
を研究対象としてきている。本稿で取り上げる『幼
児教育と対話』（榎沢 2018）もそのようなアプロー
チによって収集された事例が多数取り上げられてい
る。『幼児教育と対話』は、主として1990年代に書
かれた論考を集成したものであるが、いずれも榎沢
が保育所等で参与観察者として実際に関わった子ど
もたちのことを事例として取り上げているという特
徴がある。書名にもなっている「対話」とは、榎沢
において「主体－主体」の関係において行われる相

互理解を前提とした営みを指す言葉であり（榎
沢 2018：１）、榎沢がこの「対話」の捉え方におい
て依拠するのはブーバー、ガダマー、ボルノウであ
る。

現象学的アプローチを保育研究に導入しようと試
みた人物としては、津守真を嚆矢とし、鯨岡峻のほ
か、西隆太朗らが挙げられるが、榎沢は彼らの中で
も、特定の思想家の言説に限定的に依拠することな
く、保育実践の複雑性・流動性にあくまで基軸を据
えて、よりリーダブルな保育現象学を展開している
という点で、とりわけ検討する意義が大きいと思わ
れる。榎沢が依拠するフッサール、ハイデガー、メ
ルロ＝ポンティ、サルトルらは、保育の現象学的探
究の中において頻繁に言及されるものである。それ
らの思想を、独善的に再解釈することなく、なるべ
く平易に保育現象の記述に援用しようとする榎沢の
言述は、保育の現象学的探究の標準的な実践例とい
えるだろう。それゆえ、本研究を端緒とする榎沢の
現象学的な保育言説に対するメタ的検討は、ひとり
榎沢のみにとどまらず、様々な保育における現象学
的探究とそれが保育学にもたらす意味の一端を明ら
かにしうるものと考えられる。

さて、榎沢の『幼児教育と対話』が現象学の方法
によって明らかにしているのは、保育者と子どもと
の間における対話、あるいは保育という営みのうち
にある「対話」という人間どうしの在り方である。
後述するように、榎沢における「対話」というのは、
単に保育者と子どもとの間のコミュニケーションの
態様を表現する概念ではなく、保育者の子どもに対
する存在論的姿勢ともいうべきものである。

以下の節において、榎沢の「対話」論を読み解き、
とりわけ、次の三つの視点から「現象学」的な保育
学研究について考察する。すなわち、①現象学とい
う方法の意義、②現象学的に読み解かれた「対話」
事例の整理、③空間論としての「対話」の再構成（他
者理解＝地平の融合という課題）である。

２．現象学という方法の持つ意義
なぜ保育の研究に「現象学」的な方法が求められ

るのか。まずは榎沢の著書タイトルにも置かれてい
る「対話」について検討したい。

榎沢のいう「対話」は保育者が保育を振り返る際



敬心・研究ジャーナル

－ 102 －

に必然的に求められるものであり、また保育者とそ
の相対する目の前の子どもとの関係を見つめなおす
契機でもあるとされている。しかし、奇妙なことに、
榎沢は「対話」の定義を明確にはしていない。「保育
者と子どもが生成の保育世界を生きることは、両者
が主体としてともに生きることを意味している」と
され、その「関わり合うもの同士がともに生きるこ
とを前提としているもの」が「対話」であるとひど
く婉曲的な説明がされるにとどまる（榎沢 2018:
６）。言いかえれば、「対話」というのは、互いに主
体者であるところの保育者と子どもの「ともに生き
る」こと、共生の中で生じてくる関わり合いのこと、
関係性の態様のことだとされるのであり、それ以上
の積極的な定義はなされない。そして、共生的な関
係性であるところの「対話」に立ち返ったり、また

「本来」的な関係性を改めて見出すことを促したり
できるものこそが「現象学」であるというのである。
つまり、榎沢のいう「対話」には、日常的な意味以
上のものが込められている。つまり、「対話」という
のは、榎沢においては保育者の子どもとの関係性に
関する規範、あるいは理念を表現する本質的な概念
として提示されているのである。
「対話」的ではない関係性として、例えば、私たち

はしばしば保育・教育において、子どもの前に教え
る立場の者として立ち、硬直した関係を保持してし
まう、ということがある。「教師は常に教師であり、
子どもは常に子どもであると思い込むことにより、
教師は教師としての自分の役割にこだわり、子ども
には子どもとしての役割の遂行をもとめるようにな
る。延いては教師は子どもを自分の思うように動か
そうとするのである」（榎沢 2018：４）。

この「教師－子ども」関係が膠着しているとき、
両者が対話的な関係を取り結んでいるとはいいがた
いと榎沢は断ずる。教師から子どもへという非対称
な関係性を前提にして、お互いの役割を維持しよう
とする「教師－子ども」の型に嵌まった「思い込み」
を疑いなおすことがなければ、教師の役割の硬直化
は、本来的には豊かなはずの教育的な経験―そ
れを榎沢は「対話」というのであるが―を損なっ
てしまうとされる。

このような非「対話」的な保育の現実に対し、現
象学は保育者が保育を見つめなおすための視点を提

供するとされる。これに関して榎沢は、フッサール
の言辞を引きつつ説明を加えている。すなわち、私
たちの日常的な生き方は「自然的態度（die natürliche 

Einstellung）」であり、「見えるものを通じて把握さ
れる現実そのまますべてをうけとる」ことができて
いると信じており、「これが私たちの日常の態度な
のである」（榎沢 2018：５）。

そのままありのままの目で保育や保育者としての
自身を振り返ってみたところで、見えてくるものは
あくまで「表面的に見える」ものにすぎない。一旦、

「自然的態度」を中止しなければ、物事の本質を見る
ことはできない、ということである。自らの視覚が
このような日常的な盲目となっていることが自覚さ
れるには、現象学という通路（秘儀）が必要とされ
ることになる。逆にいえば、「自然的態度」に留まる
限り、保育実践における「対話」は不可能であるば
かりか、実践に内在する「対話」を聴き取ることす
らも不可能だということになる。榎沢においては、
現象学は、「対話」という本来的な保育的関係性を実
現するための方法論として提示されているのであ
る。

では、現象学的に紐解かれた「対話」は、榎沢によっ
ていったいどのように捉えなおされるのだろうか。

３．�現象学的に読み解かれた「対話」の意味：事
例の整理から

本書においては、対話の事例はふんだんに取り上
げられ、対話の意味に対する現象学的解釈こそが、
本書における主題をなしている。例えば、次のよう
な場面がある（括弧内の補足は引用者）。

【場面７】外で花びらを使って色水作りをする
子どもたちと保育者　（四歳児の子どもたちが
思い思いに色水作りをしている場面）

（略）私（＝榎沢）も子どもたちの作業をのぞき
込み、「色がずいぶん出てきたね」「少し色が出
てきたね」などと、一人一人に話しかける。子
どもたちは私に親しげな笑顔を向けて応える。
ペットボトルにためた色水を見せてくれる子ど
ももいる。私は思わず「わぁ、透明できれいだ
ね」と応える。K 先生が一人の子どものペット
ボトルの色水を見て「わぁ、きれいな紫ね！」
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と、感動したように言うと、側にいた他の女児
が「ピンクのはなでオレンジになるよ」と教え
る。私は「不思議だね」と応える。子どもたち
の色水は微妙に色が違う。私は「みんな、きれ
いな色水ができたね」と話しかける。（略）

� （榎沢 2018：54）

【場面10】五歳児たちと担任がトマトを味わう
（５歳児の子どもたちと担任の K 先生が菜園で
トマトを摘んでいる中）

（略）K 先生が子どもたちに向かって「取れたて
のトマトだからおいしいよ」と、明るい声で促
す。躊躇していた K 夫はその言葉を聞いて、ト
マトをかじってみる。そして、「ちょっとすっぱ
い」と言う。すると、その言葉を受けて、平気
で食べていた N 夫が、食べながら「すっぱいけ
ど、かんでいるとあまい」と言う。さらに続け
て、「トマトきらいだったけど、たべられるよう
になった」と言う。K 先生は子どもたちに「食
べられなければ、無理に食べなくてもいいんだ
よ」と言う。こうして、K 先生はトマトを味
わってみるように子どもたちに促し、子どもた
ちは食べてみる。

� （榎沢 2018：62）

【場面20】五歳児たちの砂場遊びに私が誘われる
私がテラスで登園してくる子どもたちを見守っ
たり、言葉を交わしていると、年長組の Y 夫が

「せんせい、きて」と言って、私を砂場に誘う。
砂場では、五人の子どもたちがスコップで穴を
掘っている。私が行くと、子どもたちが私を見
て、一人が「おんせんつくっているの」と元気
よく言う。私は「温泉か。深くなったね」と応
じる。子どもたちは、互いにおしゃべりしなが
ら穴を掘っている。Y 夫は「せんせい、おきゃ
くさんになって」と言って、私に椅子をもって
きてくれる。私はそれに座り、子どもたちと温
泉作りに関する会話をする。Y 夫がお客のため
にと言って、ベンチを取りに行く。私も一緒に
行き、ベンチを運んでくる。

� （榎沢 2018：100）
このように、本書において取り上げられる事例

は、非日常的な突拍子もない出来事ではなく、比較
的、日々の保育の中に見つけられそうな、ありふれ
たように感じられるものが多く、重大なトラブル
や、発達上のエポックともいえるような有徴的な場
面は少ないように思われる。

しかし、この何気ない日常の保育の「記録」に見
いだせそうなエピソードも、現象学的に読み解かれ
るとき、非言語的に体験されている驚きが「対話」
における言語表現によって新たな現象の理解をもた
らしているさまが読み取られるという。つまり、榎
沢の取り上げる「場面」は、何らかの「対話」が生
起したと榎沢によって判断されるエピソードについ
ての記述なのである。
【場面７】では、「私」との対話によって子どもた

ちの「色水」の「色」へ現象の把握が展開する様子
が描かれている。そこにおいて、また、単純な対象
理解から、自己との関係の言表への発展が見い出さ
れる。
【場面10】では、「味」の感想から「自己」の好悪

の変化へと関係づける語りへ高度化している様子が
描き出されている。

さらに、【場面20】では、一人の発言に従って
「場」を共にする者たちが共鳴して行動する様子や、
その際の微細な心身の動きの察知される様子が描か
れている。

誰しも経験がありそうな出来事にも、榎沢の丁寧
な読解は保育の「対話」が潜んでいた

4 4 4 4 4

ことを見つけ
出す。そして、「対話」は、子どもをめぐる何らかの

〈変化〉が生起する場面をめぐって生じるものとし
て捉えられている。

こうして取り上げられた何気ない日常的な保育の
事例の読解から榎沢は「対話」を見出すが、この現
象学的に読み解かれた「対話」には、ある傾向が共
有されているようである。すなわち、この時、保育
における様々なモメントは、「共同性」、「身体」と
いった、関係の連続性の恢復を連想させるものと、
そうでないもの、すなわち非本来的なあり方に切り
分けて整理されているかのように思われる。つま
り、共同的な振る舞いが見られた場面、身体的な振
る舞いが見られた場面が、「対話」的エピソードとし
て、本来的な保育の在り方、子どもの存在の仕方と
いうように、価値的・規範的に位置づけられている
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ように思われるのである。
ありのままに描き取り出される対話の経験という

現象は、われわれが体験から「自然に」素朴に感じ
とってしまいそうな、「自然的な態度」による価値づ
けを拒む一方で、「本来的」・「非本来的」といったあ
り方で、現象学の審級による新たな価値二項対立が
導入されているのではないだろうか。つまり、榎沢に
おける現象学は、単に子どもに対する理解法を意味
するのではなく、子どもの在り方、子どもに対する保
育者の振る舞い方・在り方、あるいは両者の関係性
に対する価値判断を可能にするような、倫理的前提
を提供するシェマであるように思われるのである。

例えば、上記であげた例を、非本来的な様相、つ
まり共同的でなく、対話的でなく、身体的でないも
のであった、という徴候も読み込むことができるか
もしれない。例えば、【場面７】において榎沢は、現
象学的な分析を共時的にか事後的にか行うことで、
子どもたちの発展―「色」の現象把握や対象理解
を自己との関係をとおして言表するという発展
―を発見し直した。だが、この時の榎沢は、子ど
もたちとともに色の不思議に気づいたのか、それと
も子どもたちを色への気づきに導くために会話をし
たのだろうか。前者であれば、本来的に対話の場が
生起していたといえるだろう。後者ならやはり、子
どもを操作しようという意図性がわずかにあったこ
とは否定しがたいだろう。そのわずかな企図は、真
正な「対話」にも許容されるだろうか。期待や願い
とどう区別ができるだろうか。もし前者なら偶然性
に開かれているが、ゆえに二度と企てることのでき
ないものである。つまり、その場その時に生起した
子どもとの共同体を振り返ることができるが、二度
と到来しないものであるがゆえに、保育の実践的な
技術として、普遍的なものにすることはむずかしい
だろう。
【場面10】のトマトの事例は、保育者の意図を背

景にもちつつも未確定な対話による展開の例である
とされている。保育者の K 先生は、子どもたちが、
自分たちが育てたトマトを味わってみてもらいたい
という願いがあり、その体験が、店で買ってきた、
皿に盛られたいつもの「トマト」とは異なる体験へ
と開くだろうという期待があったとされている。実
際に、子どもたちはトマトを食べてみることにつな

がったので、期待通りの展開をみたといえるだろ
う。もし、子どもが逆に思った以上においしくなく、
はやり二度とトマトはたべたくない、という気持ち
につながったとしても、それも対話としては成功で
ある。そして、仮に畑で自分たちが育てたものでは
なく、ただ、いつも通りの買ってきたトマトについ
ても、もし保育者がその保育のかかわりの中で興味
関心をむけさせ、「ちょっとすっぱい」「トマトきら
いだったけど、たべられるようになった」という認
知を引き出したら、やはりこの菜園でのトマトを育
てる活動と劣らず、対話の生成であるといえる。保
育者の期待や願いの達成に関わらず、保育において
子どもたちは常に豊かな経験をしている、というこ
とが再確認できた。だが、現象学的なアプローチと
しては、「自然的態度」で保育に臨み、その様子を表
現し、享受している保育者の言葉以上の意味が、実
践においてあるだろうか（そもそも、保育者であり
続けてきたという「自然的態度」を停止したまま、
子どもたちに保育をするということは可能なのか。
可能だとしたら、それはいかなる事態なのか）。研究
上は意義があるが、もし実践上は意味を持たない、
というのであれば、現象学は保育室に自由に出入り
ができるというだけで、子どもの新たな理解の仕方
を提供しているとはいいがたいのではないか。

さらに、現象学的なアプローチによる対話を記録
する際の文体についても、更なる批判的検討が加え
られる必要があるだろう。それは、看取った現象を
表現するために、どういう言葉を選択するのかとい
う問題についての検討である。例えば、津守真の共
同研究者であった本田和子は次のように述べてい
る。「わたくしどもは、「子どもが落ち着いてきた」
ととらえたり、「眼が輝き、いきいきしている」と喜
んだりする。しかし、「落ち着いた」とか「眼が輝い
ている」と表される状況は、それを感じている「わ
たくし、あるいはわたくしたち」にとって動かしよ
うのない事実である、疑いもなくその状況の有する
性質なのだが、一方、それは証明の不可能な性質で
ある。それゆえ、客観性をもたないと、しりぞけら
れてきた性質でもある」（本田 1999：74f.）。しか
し、実のところのこの「眼の輝き」の類は、真実で
ありながら、科学の言葉では、実証しきれない、「詩
的真実」であるという。
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詩的真実は、やはり「表現」を通じて伝達するほ
かない。榎沢の記録が伝えている子どもたちの生き
生きした様子は、私たちの情動やイメージを喚起す
ることで、その場の様子を心的に再現させる。一面
では、これは榎沢と、その記録の読者である我々と
の共同でなされる対話であるといえるだろう。だ
が、この記録を取ろうとする段階で、榎沢と子ども
との間において主客は分断されておらず、「分析」に
先立って、榎沢と子どもとの間にはすでに対話が生
じているとされており、そのことは記録されること
によって確定されてしまう。対話的であるか否か、
対話的であったか否かという、リフレクションを介
入させる余地は、榎沢の記録の読者である我々には
残されていないのではないか。そうだとすると、現
象学的なアプローチによる対話の記録は、別様の解
釈を許容しない、排他性を特色としているといわざ
るをえないだろう。

４．�「対話」の検討：他者理解と主客の合一、融
合という現象の保育研究上の課題

保育を現象学的に探究することの重要な意義と連
なるところでもあるが、「対話」において、保育者は
子どもを理性的に把握することはない（榎沢 2018：�
272）。すなわち、子どもを役割や機能に分解して客
観的に把握し説明しつくせる存在としては理解しな
い。保育者にとって子どもは、その都度の保育にお
いて出会いなおされる過程的・関係的・生成的な存
在であり、子どもにとっての保育者も同様である。
ある意味では、保育者－子ども関係を過程的・関係
的・生成的に捉えるこのようなまなざしは、「子ど
も理解」を「究明可能なものとしての子ども」から
解き放つ。このことは、保育者に動揺をもたらしも
するだろう。というのも、保育者は、安定した役割
として、自己を安定的に定義することができないと
いう自己不確定性を背負うことになるからであり、
同時に、眼前の子どもの存在の意味も、その都度の
不断の解釈のなかで読み出していかねばならないか
らである。保育者自身の意味も、〈謎〉として保育者
に対向する存在としての子どもの意味も、両者が共
に手探りで「生きる」なかで生成され、その意味を
不断に解釈・再解釈し続けていくことを強いられる
ことになるからである。このようなデモーニッシュ

な意味喪失・意味生成の経験は、保育者が安堵する
ことによって行なわれる保育、あるいは、決まり
きった仕事をこなすような形でなされる保育から解
放することで困惑に突き落としつつも、保育者と子
どもとの関係を、本来的な生成的＝対話的な関係に
よみがえらせるポテンシャルを有する生成の経験と
もなりうるかもしれない。

しかし、果たして、保育実践を特定の保育者 - 子
ども関係の中に位置づけ、その関係性の深化、ある
いは関係性の「本来」化こそが、保育の過程の質の
向上であるととらえてしまうと、保育者の専門性と
いう観点からは疑問に思われる点が生じてこよう。

その都度新たに生成する保育者としては、自らの
成長、あるいはスキルアップないしはステップアッ
プ、「専門性の向上」がいかなることかはわからな
い、ということになりはしないだろうか。言い換え
れば、「能力」としての「専門性」は、「現象」する
ことがないので（「専門性」の現われとしての行為は

「現象」しうるが）、現象学的なアプローチによる記
述は不可能ではないのか。

さらに、当然のことながら、わかりやすく自身の
ステップアップを実感させるような「知識」は非本
来的な「方法」として切り捨てられてしまうように
思われる。

現象学的な探究による一人ひとりの子どもを道具
的な存在者とみなさないことの有意義さ、豊かさの
他方で、例えば保育のいわゆる環境構成とは、その
空間を構成するおのおのの存在の役割や指示の連関
の中で展開される道具の付置であるとも考えられる。

一般的な意味での環境構成などの保育スキルは、
その環境に置かれた個物の道具的な理解に基づくも
のではないだろうか。保育技術を提示しようとする
テキストにおいては、ある保育者の行為や、物的環
境の意味（効用）は、あらゆる子どもに対して妥当
する共通性の高いものであり、かつ、時間が経過し
ても変動することのない安定的・固定的なものとし
て記述されているからである。このような意味での
環境構成された空間とは、おそらく非＝本来的な空
間であって、真正な意味での「対話」ではないやり
取りが生じているような保育の場と目されるだろ
う。それは、保育者にとっても子どもにとってもど
こか「よそよそしい」ような空間であることになる



敬心・研究ジャーナル

－ 106 －

に違いない。しかして対話は、この場を親しみのあ
るものへと変化させていくだろう。

ただし、榎沢は、保育者の成長を描いていないわ
けではない。榎沢はガダマーによる「他者理解」と
してのテクスト読解論を引きつつ、次のように子ど
もと保育者との対話的な関係について、対話におい
ては、対話者は相手の存在そのものを認め、その意
見の価値（相手の存在の唯一性）を尊重しなければ
ならないのであり、対話には共同性・共同の生が不
可欠な契機として含まれているとする（榎沢 2018：�
13）。子ども、すなわち「自分とは異なった他者の
視点」との対話という経験が、自らの地平、自己の
視野の限界を広げ、さらにそれを超えた自己の視点
を自覚させてくれる。この意味において、「保育者は
子どもとともに生きることを通して、いわば教養人
として成長していく」という（榎沢 2018：284f.）。

現象学的保育学は、「方法論」化を拒まねばならな
いだろう。端的に言えば、「こうすると対話になる」
という「わかりやすい」形では提示できないはずだ
からである。あるいはこういってよければ、（榎沢が
現象学的に探究したような）「対話」こそが、保育の

「方法」論なのかもしれない。
対話という保育の読解は「空間」を内面化し、そ

の外部を消去する。榎沢の現象学的保育学が読み解
く保育の場は、常にともに生きるもの同士の対話の
場となることによって、対話のすきま、すなわち

〈空 - 間〉がなくなるように見える。この「対話」の
宇宙においては、環境構成のような努力は無効化さ
れることになるだろう。というのも、環境構成とい
う〈方法〉は、保育者と子どもとの関わり方をメタ
な視点に立ち、いわば外に立って設定するものだか
らである。「対話」が互いの「理解」に向けた営みで
ある限り、この「環境構成」という装置は抜け出さ
れるべきものとならざるをえない。ここに対話の外
部としての「環境」はあるのだろうか。保育への現
象学的なアプローチが前提とする保育実践およびそ
の基盤としての関係性が有する、現在の制度として
の保育実践に対する異質性、あるいは両者の葛藤に
関する検討は、全く未着手のままにある。

附記
本稿の一部は、日本乳幼児教育学会第31回大会

（2021年12月、オンライン開催）において「保育の
現象学的研究の課題に関する考察：榎沢良彦『幼児
教育と対話』の空間論的読解をもとに」（田口賢太
郎・吉田直哉・安部高太朗）として口頭発表されて
いる。
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現象学の視点』新曜社、2019年。

本田和子「保育研究における詩的経験」津守真・本田和子・
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学校法人敬心学園・学術研究誌・編集規程

第１条　学校法人敬心学園の学術研究誌『敬心・研究
ジャーナル』（英文名 Keishin Journal of Life and Health） 

（以下、本誌という） の編集は、本規程の定めるところ
による。

（名称）
第２条　本誌は、学校法人敬心学園の学術研究誌『敬

心・研究ジャーナル』（英文名 Keishin Journal of Life 

and Health）と称する。

（目的）
第３条　本誌は、原則として本法人傘下の学校教職員、

職業教育研究開発センター研究員等の学術研究等の
発表にあてる。

（資格）
第４条　本誌に投稿を希望する者は、共同研究者も含め

て、第３条に定める資格を得ていなければならない。
ただし、別に定める編集委員会により依頼された論文
はこの限りではない。

（発行）
第５条　本誌は、当分の間原則として１年１巻とし、２

号に分けて発行するものとする。

（内容）
第６条　本誌掲載の内容は、原則として執筆要領に定め

られた範囲とする。

（編集）
第７条　本誌の編集は、学校法人敬心学園「職業教育研

究開発センター運営規程」による学術研究誌編集委員
会（以下「委員会」という）が行う。

第８条　委員会は「職業教育研究開発センター運営規
程」にしたがい、各学校およびセンターより２名を基
本とし、加えて委員会より依頼する客員研究員などで
構成する。委員長・副委員長・委員をおく。任期は２
年とする。ただし、再任を妨げない。

第９条　委員会は、必要により特定の個人または団体に
対して原稿の依頼を行うことができる。

第10条　掲載決定の通知を受けた執筆者は、定められた
期日までに、最終原稿を提出するものとする。その際
には、必要最小限の修正が認められる。

第11条　執筆者による校正は、原則として１回とする。
校正は赤字で行い、指定の期限内に返送すること。

第12条　本誌に投稿された原稿は、原則として返却しな
い。

（原稿料）
第13条　本誌に投稿掲載された依頼原稿以外には、原稿

料等は支払わない。また、原則的に論文掲載料は無料
とする。しかし、編集および図表等の印刷上、特定の
費用を要する場合、超過分の実費に相当する額は執筆
者の負担とする。

（委員会の役割）
第14条　原稿の掲載は、委員会の決定による。

第15条　原稿掲載不採択の結果に異議があった場合、執
筆者は規程に定められた手続きを経て文書にて委員
会に申し立てることができる。また、委員会の対応に
不服がある場合には、職業教育研究開発センター運営
委員会に不服を申し立てることができる。

（執筆要領）
第16条　原稿は、所定の執筆要領にしたがう。

（著作権）
第17条　本誌に掲載された著作物の著作権は学校法人

敬心学園に帰属し、無断での複製、転載を禁ずる。

（事務局）
第18条　委員会は、学校法人敬心学園職業教育研究開発

センター事務局におく。

2016年12月20日決定・施行
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（委任規定）
第19条　本誌の発行に関し、本規程に定めなき事項につ

いては、委員会においてこれを定める。

（規程の変更）
第20条　この規程を変更するときは、職業教育研究開発

センター運営委員会の議決を経なければならない。

附則
１　この規程は、2016年12月20日より施行する。
２　職業教育研究開発センター事務局
　　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場2-16-6
　　　　　　　　宇田川ビル６階
　　電話番号：03-3200-9074
　　メールアドレス：journal@keishin-group.jp

３　２０２１年２月１７日第８条を改訂する。



－ 108 － － 109 －

敬心学園　学術研究誌『敬心・研究ジャーナル』　投稿受領から掲載までのフローチャート

1．投稿原稿を受領　　⇒　　投稿者へ投稿受領通知 ・査読あり＞原著論文
・希望いただいた場合査読＞
　症例・事例報告/症例・事例研究、実践報告/実践研究

査読原稿（原著論文　又は査読希望する論文） 査読なし原稿の場合
・尚、ＪＳＴＡＧＥ掲載は総説、原著は必掲2．査読者（1原稿あたり2名）を選定 工程９へ
　研究ノート、症例・事例報告/症例・事例研究、評論、
　実践報告/実践研究は希望制

3．査読を依頼

（査読辞退がある場合は代替査読者を選定し、依頼）
4．査読結果受領

5．編集委員会で集約および検討（査読者の審査結果をもとに編集委員会で検討する。その際の原則は以下の流れのとおり）

① ② 　③ 　　　④ 　⑤

前回査読結果 第三査読結果
A+D A ①へ

B ②へ
C ③へ
D ⑤へ

B+D A ②へ
B ②へ
C ③へ
D ⑤へ

C+D A ③へ
B ③へ
C ③へ
D ⑤へ

11．受理　投稿者へ受理通知（このときに最終原稿の本文データを送ってもらう）

12.  掲載

〔運用注〕
1)第三査読は、原則として編集委員会が対応する。
2)A＋Aの採用であっても、査読者による細部の修正が要請された場合はその通知をするが、再査読はしない。
3)二重投稿の疑いが発生した場合は事情を調査し、その結果如何によっては採用が決定した後にも採用取り消しがありうる。
4)修正・査読等の遣り取りにおいて、結果的に当該号への掲載決定が間に合わず、次号へ持ち越す場合がありうる。
5)掲載形態を変更しての掲載・再査読については、投稿者と協議の上決定する。
6）⑤　＊について

  。るすと稿投再ので降以号次、し応対に項事摘指➡　り送見は載掲ので号該当、本基※　　
　　（査読なし締切り前に、論文を推敲し「研究ノート」で再投稿された場合は、受け付ける）

発送文書〔査読依頼文書〕 〔査読報告書記入上のお願い〕 〔執筆要領〕

〔査読報告書1・2〕 〔投稿受領から掲載までのフローチャート〕

査読結果 A 採用 B 修正採用 C 修正再査読 D 不採用

修正後掲載可 修正後再査読

８．第三査読者1名
選定・第三査読

６．投稿者へ修正通知
＊BやCの場合、指摘事項への報告書を準備

７．修正原稿受領

９．編集委員会で点検

採 用

A十A A＋B，B＋B D＋D A＋D，B＋D，C＋DA＋C，B＋C，C＋C

・B判定の査読者にかわって、編集事務局・
編集委員による修正確認をする

第三査読

第三査読の結果

・D判定の査読者にかわって 第三査読
委員へ依頼する
＊C判定の査読者には再査読を依頼する

・C判定の査読者には
再査読を（それぞれに）

不採用 ※
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学校法人敬心学園・学術研究誌『敬心・研究ジャーナル』投稿要領

１．投稿者資格
　　�学校法人敬心学園・学術研究誌・編集規程第４条

に基づき、投稿者は、共同研究者を含め、投稿者資
格を得ていなければならない。

２．投稿原稿の条件
　　�学校法人敬心学園・学術研究誌・編集規程第６条

に示す欄のうち、総説以外については、原則として
学校法人敬心学園・学術研究誌・編集規程第３条
による自由投稿とする。

３．投稿原稿の規定
　　�投稿する原稿は、未発表のものに限る。「二重投稿・

多重投稿」は、認められない。万一発覚した場合は、
別に定める規程によって、投稿停止期間を設ける。
なお、同じデータ・事例・資料等に基づいて投稿者
及びそのグループが執筆した別の論文・報告書等

（共同執筆も含む）があれば、投稿時に添付するこ
と。なお、添付する資料には、既発表論文・報告書
等のみならず、現在査読中であるものも含む。

４-1．投稿申し込み（エントリー）締切（全原稿対象）
　　�原稿投稿の申し込み（エントリー）締切は、査読の

有無にかかわらず、６月末日発行の場合２月10日、
12月末日発行の場合８月10日とする。「『敬心・研究
ジャーナル』エントリー時・投稿原稿チェックリス
ト」を使用する。

４-2．投稿原稿の締切
　　�投稿の締切は、毎年、６月末日発行の場合、３月10

日（査読希望原稿）・５月１０日（査読なし原稿）、12
月末日発行の場合、９月10日（査読希望原稿）・１１
月１０日（査読なし原稿）とする。

　　�査読の結果、再査読の場合は掲載が遅れることもある
ため、査読希望原稿は締切日以前の投稿が望ましい。

5.　投稿の手続き
　　�投稿の手続きは以下のとおりとする。
　１）�執筆形式の確認：「執筆要領」に沿ったものであ

ること

　２）�投稿の方法：投稿はメール添付とし、投稿の提出
先は職業教育研究開発センター事務局とする。

　　　＊�投稿原稿本体の PDF・Word ファイルおよび、
次項に示す「投稿原稿チェックリスト」の PDF

ファイル各１点をメールに添付して送信（１通
のメールに、上掲２点を同時に添付することが
難しい場合は、複数のメールに分けて提出する
ことでも可）。

６．投稿原稿掲載の可否
　　�投稿原稿掲載の可否は、「投稿受領から掲載までの

フローチャート」に基づく審査により、学術研究誌
編集委員会（以下「委員会」という）が決定する。

７．投稿原稿の掲載日
　　�投稿原稿がフロ－チャート上の査読過程で、当該号

の掲載決定期日までに間に合わない場合は、次号へ
の査読が継続しているものとみなす。

８．倫理上の配慮について
　　�投稿者は、著作権や研究対象者の人権尊重に努める

こと。また、論文に関連する企業や営利団体等との
利益相反（COI）がある場合は、チェックリスト末
尾の特記事項欄に明記する。倫理的事項に関する審
議が必要な場合、学校法人敬心学園職業教育研究開
発センター倫理委員会で協議することもできる。

９．抜き刷りについて
　　�原稿が掲載された者が、抜き刷りを必要とする場合

は、投稿時に申し出ること。なお費用は自己負担と
する。

10．投稿原稿の保存について
　　�投稿された原稿および提出された電子媒体等は返

却せず、２年間の保存のうえ、廃棄する。

11．海外研究欄
　　�海外研究欄は職業教育等、その研究の動向の紹介に

あて、その依頼は委員会が行う。
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12．書評欄
　　�書評欄は、国内外の職業教育研究に関する批評にあ

て、その依頼は委員会が行う。

13．要領の変更
　　�本要領の変更は、学校法人敬心学園 学術研究誌『敬

心・研究ジャーナル』編集委員会の議決を経なけれ
ばならない。

14．投稿原稿の電子配信および本誌の販売
　　�投稿者は、学校法人敬心学園が契約する電子配信媒

体への投稿原稿電子データ掲載および希望者への
本誌販売を許諾したこととする。

附則
１　この要領は、2016年12月20日より施行する。
２　2017年２月17日改訂（４．投稿原稿の締切）
３　�2017年５月18日改訂（14．投稿原稿の電子配信およ

び本誌の販売）
４　2017年10月20日改訂（４．投稿原稿の締切）
５　�2019年６月７日改訂（５．投稿の手続き、８．倫理

上の配慮について）
６　�2019年１２月９日改訂（４-１．投稿申し込み（エン

トリー）締切、４-２．投稿原稿の締切）
７　�2020年12月15日改訂（４-１．投稿申し込み（エン

トリー）対象の明確化）
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『敬心・研究ジャーナル』エントリー時・投稿原稿チェックリスト
タイトル締切時チェック、編集事務局へ送付　（2/10．8/10締切）

お名前（　　　　　　　　　　　　　）

原稿タイトル『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

原稿の種類　＊１つ選択して○印　　2．は査読必須、４．７．は希望される場合のみ査読

（１．総説　　２．原著論文　　３．研究ノート　　４．症例・事例報告／症例・事例研究　　

 ５．主催するシンポジウム、研究会などの成果報告　　６．評論　　７．実践報告／実践研究）

査読の有無　　　＊４．７の場合：査読希望→　　あり　・　なし　　（何れか選択）

J-STAGE 掲載　＊１．２は全掲載  �
　　　　　　　　　　３．４．６．７は希望原稿を掲載：希望→　　あり　・　なし　　（何れか選択）

＊人を対象とする調査研究などに該当する場合　必記載
　研究倫理審査 No　　　　　　　　　　　　　　　発行機関名　　　　　　　　　　　　　　　　

　＊研究倫理審査を敬心学園職業教育研究開発センターで行うことも可能です。予めご相談ください。

投稿原稿入稿時チェック　（原稿に添付）
� 　　　　　年　　　月　　　日

＊投稿原稿が、以下の項目に合致している場合、□の中にレ印を入れてください。

□ 縦置き A4判横書きで、20,000字相当＜1,600字（20字×40行×２段）×12.5枚＞以内であるか　
□ 和文・英文抄録の記載漏れはないか
　 英文のネイティブチェックはしているか（編集委員会が求める場合には、その証明書を添付する）
□ 図表・文献の記載漏れはないか
□ 文献は本文中に著者名、発行西暦年を括弧表示しているか
□ 文献の記載方法は投稿要領・執筆要領にそっているか
□ 同じデータ等に基づいた別の論文がある場合、資料として添付しているか  �
　 （□　非該当）
□ �また類似のデータについての別の論文がある場合は、資料として添付し、その論文との関係性につ

いて本文で明記しているか  �
（□　非該当）

□ �査読を伴う原稿では、文献謝辞等を含めて投稿者を特定できるような記述をはずしているか、ある
いは匿名としているか

□ 倫理指針に反していないか
□ 人を対象とする研究の場合など、倫理審査を要する研究では倫理審査状況を記載しているか
□ �巻末の執筆者連絡先一覧に掲載する情報を表紙の一枚目に記載しているか（住所やメールアドレス

が原稿進行時に使用するものと異なる場合、それぞれを記載しているか）

　その他特記事項・・・

� 　　　　　年　　　月　　　日

�2021.１２改
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学校法人敬心学園・学術研究誌『敬心・研究ジャーナル』執筆要領

１．原稿提出に際し
　　�「投稿原稿チェックリスト」を併せて提出すること。

提出がない場合、受け付けないものとする。

２．投稿原稿の分量
　　�投稿原稿は、図表・注・引用文献を含めて20,000字

以内とする。（A4　12.5枚程度）
　　�図表は1点につき原則600字換算とし、図表込みで

20,000字以内を厳守すること。

３．投稿原稿の言語
　　�原稿は、原則として日本語で書かれたものに限る。

ただし、英語については協議の上、掲載を認めるこ
とがある。

４．投稿原稿の様式
　　�投稿する原稿の執筆にあたっては、
　　⑴�原則としてパソコンで作成し、縦置きＡ4判用紙

に横書きで、1,600字（20字×40行×2段）×12.5枚以
内とする。

　　⑵�原稿の種類は、総説、原著論文、研究ノート、症
例・事例報告／症例・事例研究、主催するシンポ
ジウム、研究会などの成果報告、評論、実践報告
／実践研究から選択する。

　　　�総説は原則編集委員会からの依頼、もしくは協議
の上の掲載とする。

　　⑶�投稿に際しては、3枚の表紙をつけ、本文にはタ
イトル（英文タイトル併記）、所属、氏名、を記
載すること。

　　⑷�表紙の１枚目には、①タイトル、②原稿の種類、
③所属、氏名（連名の場合は全員、ローマ字併
記）、④連絡先を記入する。なお、掲載時には読
者からの問い合わせを可能にするために、原則と
して連絡先（住所または電子メールアドレス）を
執筆一覧に入れるが、希望しない場合はその旨を
明記すること。

　　⑸�表紙の２枚目には、和文抄録（400字以内）と
キーワード（5語以内）を記載する。

　　⑹�総説、原著論文の表紙の３枚目には、英文概要な
らびに英文キーワード（5 語以内）を記載する。

なお、その他についても、英文概要ならびに英文
キーワード（５語以内） を記載することができ
る。英文概要は200語前後。校閲・ネイティブ
チェックは執筆者の責任で行うものとする。

　　　＊�投稿時に申し出ることで、ネイティブチェック
を自己負担で受けることができる。

　　⑺�修正後、掲載決定した最終原稿は、Word 及び
PDF で保存した電子媒体にて投稿する。

　　　�図表を本文とは別に提出する場合は、図表の挿入
箇所を本文に明記する。なお、特別の作図などが
必要な場合には、自己負担を求めることがある。

５．文章の形式
　　�文章の形式は、口語体、常用漢字を用いた新仮名づ

かいを原則とする。注や引用の記形式は、執筆者が
準拠とした学会の執筆要領によること。

　　�ただし「引用文献」は J-stage 掲載の為、簡潔にまと
めて表記してください。

　　　例　日本語文献の場合
　　　　　�○○著者名○（000発行年000）「○○タイト

ル○○」 『 ○○ 文献名○○ 』第○○号、00－
00頁、 ○○出版社 名○○。

　　　　　英語文献の場合
　　　　　�Taro Keishin （2018） “aaa bbb（タイトル）cccc” 

Keishin Journal of Life and Health （書名は必ず
イタリック）Vol.00, No.0, America（国名）

　　　＊�聖書の翻訳本文は勝手に改変されたり、訂正さ
れたりしてはなりません。また誤記や誤字も注
意しなければなりません。聖書の翻訳本文の引
用、転載の際には必ず出典の明記が義務づけら
れます。

　　　　例）�日本聖書協会『聖書 新共同訳』　詩編□編
□節

　　　　　　�日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』　マタ
イによる福音書○章○節　など

　　参考）�ＳＩＳＴ02「科学技術情報流通技術基準　参
照文献の書き方」

６．倫理上の配慮について
　　�投稿原稿に利用したデータや事例等について、研究
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倫理上必要な手続きを経ていることを本文または
注に明記すること（※）。また、記述においてプラ
イバシー侵害がなされないように細心の注意をな
すこと。

　　（※）�人を対象とした研究の場合、所属する組織や
団体などで倫理審査を受けていることが前提
となるが、その倫理審査状況を記載する。

７．著作権 

　　�原稿に、執筆者以外が著作権を保持する著作物の相
当な部分（評価尺度全体など）の引用や翻訳が含ま
れる場合は、その著者および著作権者から許諾を得
たことを示す書類（電子メールも可）のコピーを添
えて投稿するものとする。

８．査読を伴う投稿原稿の二重秘匿性
　　�査読を伴う投稿論文の査読は、執筆者名等を匿名に

て行うため、文献等の表記の際には、本人の著で
あっても「筆者」「拙著」等とせず、執筆者名によ
る表記とする。また、査読に対する回答の必要があ
る場合は編集委員会あてにこれを行う。

９．査読による修正の要請
　　�査読による修正の要請については、論文の修正箇所

を明示し、対応の概要について編集委員会あてに回
答すること。

10．原稿の書式
　　原稿の書式は、以下のとおりである。
　　⑴�注・引用文献等もすべて本文と同じ文字サイズ、

同じ字詰めで印字する。なお、英数字は原則とし
て半角とする。

　　⑵�原稿は、無記名で、「本文、注、引用文献、図表
等」の順に記載する。

　　⑶�各頁の下中央部に、頁番号を印字する。
　　⑷論文の構成
　　　＊�節 １･ ２･ ３…（数字の前後に「第」「節」は付

さない）
　　　＊小見出し （１）・（２）・（３）…
　　　＊以下は、 （a）・（b）・（c）…
　　　＊�本文中の箇条書きなどは、① ･ ② ･ ③…を用い

る
　　⑸�年号は西暦表記を基本とする。和暦を併記する場

合は、1987（昭和62）年とする。ただし、必要に
応じて「昭和50 年代」などの和暦表記を用いる。

　　⑹�数の量などを表す数字の表記は、単位語（兆、億、
万）を付ける。カンマは入れない。

　　　例：12億8600万人、 15兆300 億円
　　　�幅のある数字を記す場合は、上位のケタの数を省

略しない（ただし、年代はこの限りではない）。
　　　例：�130～150万（130～50万とはしない）、1970～

80 年

11．要領の変更
　　�本要領の変更は、学校法人敬心学園 学術研究誌『敬

心・研究ジャーナル』編集委員会の議決を経なけれ
ばならない。

附則
１　�この要領は、2016年12月20日より施行する。
２　�本要領第４の⑷にかかわらず、平成29年度に限り

「臨床福祉ジャーナル」「研究紀要」「子ども学論集」
の原稿種類についても投稿を認めるものとする。　

３　2017年１月13日編集委員会にて改訂
４　�2018年６月28日編集委員会にて改訂（文書の形式　

引用文献の記載について）
５　�2018年10月26日編集委員会にて改訂（投稿原稿の言

語およびネイティブチェックについて）
６　�2018年12月14日編集委員会にて改訂（投稿時のネイ

ティブチェックについて補足）
７　�2019年６月７日編集委員会にて改訂（投稿原稿の分

量や様式、書式について、倫理上の配慮について補足）
８　�2021年８月１６日編集委員会にて改訂（原稿の種類に

ついて）
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 （設置）
第１条　職業教育研究開発センター運営規定第７条に

基づき、研究倫理専門委員会（以下「委員会」とい
う。）の運営に関し必要な事項を定める。

（委員会の任務）
第２条　委員会は、別に定める「職業教育研究開発セン

ター研究倫理規程」にもとづき、研究の実施計画等
（以下「研究計画等」という。） の研究倫理に関する適
否その他の事項について審査を行う。

（委員会の構成）
第３条　委員会は次の委員をもって構成する。

（1）本学園各校より各々１名以上
　　・日本医学柔整鍼灸専門学校
　　・日本福祉教育専門学校
　　・日本リハビリテーション専門学校
　　・日本児童教育専門学校
　　・東京保健医療専門職大学

（2）その他外部の有識者より若干名
２　委員の任期は原則２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。

（委員長および副委員長）
第４条　委員会に委員長および副委員長をおく。委員長

は委員の互選とし、副委員長は前条の委員から委員長
が指名する。

２　委員長は、委員会を招集し、その議長となるととも
に委員会を統括する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障あると
きは、その職務を代行する。

（委員会の成立および議決要件）
第５条　委員会は、委員の過半数（委任状による出席を

含む）が出席することをもって成立し、審査の判定は
出席委員の３分の２以上の合意をもって決する。

２　委員は、自らが研究代表者、共同研究者及び研究協
力者となる研究にかかる審査に加わることができない。

３　委員会は、必要に応じて、委員以外の者から審査の
ための意見等を聴取することができる。

（審査の手続き等）
第６条　研究計画等の審査を希望する研究者（以下「申

請者」という。）は、所定の「研究倫理審査申請書」
（様式１・２）等を事前に委員長に提出する。

２　委員会は、必要に応じて申請者に出席を求め、申請
内容等の説明を聴取することができる。ただし、審査
の議論に参加することはできない。

（審査の判定）
第７条　審査の判定は、次の各号のいずれかとする。

（1）承認
（2）条件付き承認
（3）保留（継続審査）
（4）不承認
（5）非該当

（審査手続きの省略）
第８条　委員長が次の各号のいずれかに該当すると認

める場合は、迅速な審査を行うため審査手続きを簡略
化することができる。
（1）申請中の研究計画等の軽微な変更に係わる審査
（2）委員会において承認済みの研究計画等に準じ

た研究計画等に係わる審査
（3）対象者に対する日常生活で被る身体的または

心理的もしくは社会的危害の可能性の限度を超
えない範囲の危険であって、社会的に供される種
類の最小限の危険を含まない研究計画等に係わ
る審査

２　前項各号の審査は、委員長があらかじめ指名した委
員２名が書面により行い、その判定は両名の合意によ
り決する。

３　前項に規定する審査結果は、当該審査を行った委員
を除くすべての委員に報告する。

４　本条第２項に規定する審査の結果が、前条第１号に
規定する「承認」および「非該当」以外の場合、前項
の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した
うえで再審査を求めることができる。この場合におい
て、委員長は速やかに委員会を開催し、当該事項につ
いて審査を行う。

研究倫理専門委員会規程
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（審査結果）
第９条　委員長は、審査結果を速やかに申請者に通知す

るとともに、職業教育研究開発センター運営委員会
（以下「運営委員会」という）へ報告する。

２　委員長は、運営委員会の請求があった場合には倫理
審査状況の報告を行わなければならない。

３　研究者および対象者等は、決定内容に疑義があると
きは委員会に説明を求めることができる。

（再審査）
第10条　審査の判定に異議のある申請者は、異議の根拠

となる資料を添えて、委員会に再審査の申請をするこ
とができる。

（研究遂行中の審査）
第11条　委員会が第７条第１号または第２号の判定を

行った研究計画等について、申請者が変更をしようと
する場合は、その変更について委員会の承認を得なけ
ればならない。

２　研究開始時に審査を経ていない研究等について、研
究遂行中に研究者が希望する場合は審査の申請を受
け付ける。

３　第６条、第７条、第９条および前条の規定は、前２
項の場合に準用する。

（実施状況の報告および実地調査）
第12条　委員会は、研究等について必要があると判断し

たときは、申請者に対し実施状況を報告させることが
できる。

２　委員会は、研究等が研究計画等に沿って適切に行わ
れているか否かを随時実地調査することができる。

（研究等の変更または休止の勧告）
第13条　委員長は、研究遂行中に各委員が研究計画等の

変更または休止の意見を述べた場合には、その意見を
ふまえて研究等の変更もしくは休止を勧告し、再調査
することができる。

（議事要旨等の公開）
第14条　委員会における研究課題名、申請者、研究機関

および審査の結果等の議事要旨、委員会の構成ならび
に委員の氏名および所属等は、公開する。

２　前項にもかかわらず、対象者等の人権、研究の独創
性、知的財産権の保護、または競争上の地位保全に支
障が生じる恐れのある部分は、委員会の決定により非
公開とすることができる。

（記録の保管）
第15条　委員会の審査に関する記録の保存期間は、法令

上別段の定めがある場合を除き５年間とする。
２　保存期間を経過した記録でさらに保存が必要と委

員会が認める記録は、５年以内の範囲で保存期間を延
長することができる。

３　保存期間の起算日は、研究の終了または中止の日の
翌日からとする。

４　記録、保存又は廃棄の手続きは適正に処理する。

（守秘義務）
第16条　委員は、申請書類などに表れた対象者に関する

情報や広義の知的財産となる可能性のある方法など、
業務上知り得た秘密を在職中およびその職を退いた
後のいずれにおいても他に漏らしてはならない。

（雑則）
第17条　この規程に定めるもののほか、この規程の実施

に関して必要な事項は、委員長が別に定め、これを協
議する。

（改廃）
第18条　この規程の改廃は、研究倫理専門委員会の議を経

て、職業教育研究開発センター運営委員会で決定する。

付　則
１．この規程は、2017年９月１日から施行する。
２．2018年11月16日改訂
３．２０２１年１２月２０日改訂



－ 116 － － 117 －

（目的）
第１条　この規定は、職業教育研究開発センター（以下
「センター」という。） において実施する人を対象とす
る研究を遂行する上で求められる研究者の行動およ
び態度について、センター運営規定の第７条 （専門委
員会） の４に基づき、倫理的指針および研究計画の審
査に関する事項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条　この規定において、次の各号にかかげる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。
（1）この規定において「人を対象とする研究」と

は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針（平成26年12月22日、文部科学省・厚生労働省
告示第３号）」による、人または人由来試料を対
象とし、併せて個人または集団を対象にその行
動、心身もしくは環境等に関する情報およびデー
タ等（以下「個人の情報およびデータ等」とい
う。） を収集または採取して行う研究をいう。

（2）この規定において「研究者」とは、職業教育研
究開発センター研究員のほか本学園の教職員、本
学園で研究活動に従事する者等をいう。

（3）この規定において「対象者」とは、人を対象と
する研究のために、個人の情報およびデータ等を
研究者に提供する者をいう。

（研究者の説明責任）
第３条　研究者は、対象者に対して研究目的および研究

計画ならびに研究成果の発表方法等について、対象者
が理解できる言葉で説明しなければならない。

２　研究者は、対象者が何らかの身体的もしくは精神的
負担又は苦痛を伴うことが予見されるとき、その予見
される状況を対象者が理解できる言葉で説明しなけ
ればならない。

（インフォームド・コンセント）
第４条　研究者は、予め対象者の同意を得ることを原則

とする。

２　対象者の同意には、個人の情報およびデータ等の取
扱いならびに発表の方法等にかかわる事項を含むも
のとする。

３　研究者は対象者に対し、研究実施期間中において対
象者が不利益を受けることなく同意を撤回し、研究へ
の協力を中止する権利および当該個人の情報または
データ等の開示を求める権利を有することを周知し
なければならない。

４　研究者は、対象者本人が同意する能力に欠けると判
断される場合には、本人に代わる者から同意を得なけ
ればならない。

５　対象者が同意を撤回した場合は、研究者は、当該個
人の情報またはデータ等を廃棄しなければならない。

（利益相反）　 
第５条　研究者は、利用者の人権に配慮し、利益相反に

留意しなければならない。

（第三者への委託）
第６条　研究者は、第三者に委託して個人の情報または

データ等を収集または採取する場合、この規定の趣旨
に則った契約を交わさなければならない。

（授業等における収集および採取）
第７条　研究者は、授業、演習、実技、実験および実習

等の教育実施の過程において、研究のために対象者か
ら個人の情報およびデータ等を収集ならびに採取す
る場合、同意を得なければならない。

（改廃）
第８条　この規定の改廃は、研究倫理専門委員会の議を経

て、職業教育研究開発センター運営委員会が決定する。

付　則
この規定は、2017年９月１日から施行する。

職業教育研究開発センター研究倫理規程
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様式１ 20210319改

受付番号 

研究計画等審査申請書 (人を対象とする研究) 

年  月  日提出 

研究倫理専門委員会 委員長 殿 

申請者 所属・職名： 

氏名：       

  印 

連絡先： 

📞📞📞📞 / ✉

申申請請ににああたたっってて事事前前確確認認  ＜＜研研究究すするる申申請請のの範範囲囲及及びび他他のの倫倫理理委委員員会会ににおおけけるる審審査査状状況況＞＞ 

申申請請すするる研研究究範範囲囲  何何れれかかにに☑☑
□研究全体の審査申請 □分担部分のみの審査申請

分担部分以外の審査状況を記載

*研究計画を下記に付記する際、研究概要欄に研究全体の

目的や意義についても付記する

＊研究計画変更申請の場合は、変更箇所に下線を付すこと。 

下記の課題について、☑をした下記資料を添付し、審査申請いたします。

□ 対象者・施設等への研究協力依頼書 必須 資料番号： 

□ 質問紙 必須 資料番号：

□ 調査協力同意書・同意撤回書 

無記名の書面アン

ケート等の場合は

不要 

資料番号：

□ 研究実施計画書 任意 資料番号： 

□ その他； 必要に応じ添付 資料番号：

記

１．研究課題 ＊該当の□欄に✔印 

①では課題と併せて副題がある場合には記載をする

①課題名

②研究期間 始期 終期 

年     月  日  ～     年    月    日

*申請の始期よりも承認日が後の場合は、研究の始期は承認日からになります。

③研究費 □ 学内予算 予算名称； 

□ 外部資金 団体名、研究費名； 

□ 自費 

□ その他 
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④審査事項  □ 新規    

□  再申請  委員会審査結果による再申請 受付番号；  

□  継続  すでに承認されている研究計画の変更等 受付番号；  
  

2．研究の実施体制 （申請者による個人研究の場合、記入不要） 
①研究代表者（研究の実施に携わるとともに、当該研究に係る業務を統括する者）  

所属；              職名；             氏名；  

②研究実施代表者、研究実施関係者  

（研究機関以外において既存試料・情報提供のみを行う者及び委託を受けて研究に関する業務の一部に従事する者を除く）  
所属  職名 氏名  役割*分担者や協力者の場合その旨記載  

    

    

    

    

③共同研究機関(研究計画に基づき、当該研究により対象者から試料、情報を取得し、他の研究

責任者を置く場合はその氏名を下欄に記載  
機関に提供を行う機関も含む)  

機

関

名 

  責

任

者

名  

  

    

  

 

３．研究概要  
①研究の目的、意義（研究の背景または問題提起、科学的合理性等の概要を簡潔に記載する）  

  

②対象者および選定方法（募集文案等がある場合は添付する）  

対象者に未成年者または民法上の被後見人等の有無  

⇒ □有  □無     

＊現行の成人年齢は 20 歳（未成年の場合、親の同意が必要）、2020 年 4 月以降、民法改正により成人年齢

は１８歳となります。       

内

訳 
□ 成人(   名程度)  □  未成年（  名程度） 

□  民法上の被後見人等(     名程度)  
   
対象者の特性、

選定の基準  

 

 

選定・募集方法  

 

 
 
 

様式１ 20210319改

受付番号 

研究計画等審査申請書 (人を対象とする研究) 

年  月  日提出 

研究倫理専門委員会 委員長 殿 

申請者 所属・職名： 

氏名：       

  印 

連絡先： 

📞📞📞📞 / ✉

申申請請ににああたたっってて事事前前確確認認  ＜＜研研究究すするる申申請請のの範範囲囲及及びび他他のの倫倫理理委委員員会会ににおおけけるる審審査査状状況況＞＞ 

申申請請すするる研研究究範範囲囲  何何れれかかにに☑☑
□研究全体の審査申請 □分担部分のみの審査申請

分担部分以外の審査状況を記載

*研究計画を下記に付記する際、研究概要欄に研究全体の

目的や意義についても付記する

＊研究計画変更申請の場合は、変更箇所に下線を付すこと。 

下記の課題について、☑をした下記資料を添付し、審査申請いたします。

□ 対象者・施設等への研究協力依頼書 必須 資料番号： 

□ 質問紙 必須 資料番号：

□ 調査協力同意書・同意撤回書 

無記名の書面アン

ケート等の場合は

不要 

資料番号：

□ 研究実施計画書 任意 資料番号： 

□ その他； 必要に応じ添付 資料番号：

記

１．研究課題 ＊該当の□欄に✔印 

①では課題と併せて副題がある場合には記載をする

①課題名

②研究期間 始期 終期 

年     月  日  ～     年    月    日

*申請の始期よりも承認日が後の場合は、研究の始期は承認日からになります。

③研究費 □ 学内予算 予算名称； 

□ 外部資金 団体名、研究費名； 

□ 自費 

□ その他 
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③研究方法（概要を簡潔に記載すること。「別紙参照」は不可）  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④調査実施場所 
 

⑤調査対象者に求める事項（被験者の実体験） 
対象者がどのような手順で研究協力を依頼され、どういう形で研究協力するのか、時系列で記載する。  

 

  
４．研究実施における倫理的配慮  
①研究協力のインフォームド・コンセントの手続き（研究協力依頼・説明と同意の取得方法）  
（対象者または代諾者が、当該研究に関して、その目的及び意義ならびに方法、負担、予測される利益・不利益等について

十分な説明を受け、それらを理解したうえで自由意思に基づいて研究者等に対し与える当該研究実施等に関する同意）  

依頼・説明対象  

□対象者個人(本人)      □ 対象者の代諾者(保護者、後見人等)  

□ 対象者の所属団体(施設責任者、団体・組織の長等)    

□ その他 （      ） 

手段  □ 書面のみ   □  口頭と書面の両方（推奨）  □ その他（            ）  

方法（依頼書や同意

書等の場合は添付） 

(資料番号・書類名） 

 

該当の

場合は

記載  

代諾者がインフォームド・コンセントを行い本人からも同意を得る場合 （対象者がその理解力に

応じたわかりやすい言葉で研究に関する説明を受け、理解し賛意を表すること）  

手段および方法（書面等の場合は添付）  

         

研究の途中で協力をやめる場合の具体的な意思確認の方法と不利益を受けないことを保証する方法  
 
 
 
対象者からの相談等を受ける際の担当者・連絡方法  
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②対象者との関係、利益相反の状況  

対象者・対象団体等との間に適正な研究遂行に影響を及ぼしうる恐れのある関係の有無  

□なし  □あり⇒次欄にその関係と適正な研究遂行とみなされるためにとる措置を記載  

関係  
     

措置       

③対象者に生じる負担ならびに予測されるリスクおよび利益と当該負担およびリスク最小化の対策 

ⅲに関しては、基本的に社会科学系では不要。但しリスクがある場合は記載 
ⅰ）負担、リスクの内容（身体的、精神的な負担・苦痛や社会的差別、財産的な不利益等）  

     
     
ⅱ）負担、リスクを無くすあるいは最小化するための対策  

     
     
ⅲ）負担、リスクが実際に生じた場合の対策  
         （実験中の事故の救急要請の段取り、健康被害に対する補償の有無とその内容、保険加入の有無など）  
     

     
ⅳ）対象者にもたらされることが期待される利益（謝礼を除く新たな知見等客観的に利益と判断されるもの）  

     
     
ⅴ）報酬等の有無・内容  
  □なし □あり⇒報酬内容(金額、物品等名)と交通費等の実費以外に支払う場合(金額設定の根拠・妥当性)  

 
    

④個人情報等の取扱い （特定の個人に不利益を与えないために、下記を確認） 
ⅰ）収集する個人情報の内容  

⇒①～③が有る場合は、その番号と内容を記入。 

①当該情報に含まれる氏名、生年月日、音声、動画等で特定の個人を識別できるもの。  
②他の情報と照合することで特定の個人を識別できるもの。  
③ゲノムデータ、生体情報をデジタルデータに変換したもの、パスポート番号、基礎年金番号、 

マイナンバーなど特定の個人を識別できるもの 

 
 
 

ⅱ）データ・試料、情報(個人情報等含む)の保管・管理と廃棄  
保管方法   

 
管理保管責任者   

 
廃棄時期   

 
廃棄方法   
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⑤第三者へのデータ収集や分析等の研究に関する業務委託  

□なし   □あり⇒下欄に当該業務内容と委託先および監督方法・内容を記載  
業務内容       
委託先       

委託先の監督方法  
（個人情報の取扱等

に関する委託時の

確認方法、業務終

了後の取扱等）  

     
  
 

 

 ５．研究に関する情報公開および開示  
①対象者等から求めがあった場合の情報開示 
対象者  □本人 □代諾者(保護者、後見人等) □対象者の所属団体(施設、団体の責任者等)  

□その他 （    ） 
方法と

内容  
 

②社会（学会、一般社会等）に対する情報公開 

方法と内容  
①成果公表②説明責

任の観点からの記載  

 

研究成果の公開  
（予定している 

学会、学術誌の

名称、時期）  

 

  

6．その他  

特記すべきことがあれば記入；     
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0088//3311②② 08/23再検討版 2017/08/09 

様式２

研研究究にに関関すするる事事前前チチェェッッククシシーートト((案案))  

このチェックシートは、「人を対象とする研究」を開始するにあたり、職業教育研究開発センター研究

倫理規程に基づく『研究倫理審査専門委員会』による倫理審査への申請が必要となるか否かについて、

研究の手順に沿って自己判断するものです。 

以下の＜Ａ＞および＜Ｂ＞の設問にお答えください。 

＜Ａ＞の基本事項に「はい」がある場合は、研究を実施すること自体ができませんので、基本事項が

「いいえ」となる研究計画としたうえで、＜Ｂ＞を回答してください。＜Ｂ＞に一つでも「はい」があると、委

員会審査の対象となります。 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成 26年 12月 22日、文部科学省・厚生労働省
告示第 3号)」および「職業教育研究開発センター研究倫理規程」を熟読の上、審査を受けるか
どうか検討してください。

なお、法令、諸官庁の告示、指針等により、所属機関倫理委員会の審査を受けることが定められてい

る研究については、必ず倫理審査への申請を行わなければなりません。不明な点がありましたら、職業

教育研究開発センター（070-5455-9092）までお問い合わせください。 

☆☆全全般般的的なな留留意意事事項項  
(1)研究者代表または学生を指導する教員は、上記指針および本チェックシートを参照の上、研究分担

者や学生等に対し、適切な研究活動の遂行に努めるよう管理、指導又は助言を行ってください。 

(2)学生が行う研究活動については、指導教員が責任をもって倫理審査への申請を行うか否かを判断し

てください。 

＜A＞基本事項(下記の項目が「いいえ」となるように計画してください) 

対象者は依頼に対する同意の後に、撤回や辞退することで不利益を生じるなど、自

由に撤回や辞退することができないものですか。 

□はい 

□いいえ 

＜B＞以下の項目において全て「いいえ」である場合は倫理審査の対象にはなりません。 

① 対象者に対し、何らかの不快感や困惑、または精神的・心理的な負荷や危害を

及ぼす可能性がありますか。 

□はい 

□いいえ

② 対象者に日常生活で起こりうる範囲を超える不快感または不便を強いる可能性

がありますか。 

□はい 

□いいえ

③ 対象者との間に、例えば研究者が対象者の教師・同僚・雇用主、または親族等

として、対象者との間に何らかの力関係や利害関係といった利益相反がありま

すか。 

□はい 

□いいえ

④ 研究対象となる個人や集団が差別を受けたり、その経済状況や雇用・職業上の

関係、あるいは私的な関係に損害を与える恐れのある情報の収集など、対象者

に潜在的に不利益となるようなものですか。 

□はい 

□いいえ

⑤ 個人にかかわる情報を収集するもので、その結果、個人が特定される可能性が

あるものですか。 

□はい 

□いいえ

⑥ 交通費や時間の合理的な費用弁償を除く謝金または他の金銭的誘因を対象者に

支払うものですか。 

□はい 

□いいえ

⑦ 科学研究費等の公的研究費や民間団体ほかの研究資金提供先、発表予定の学術

雑誌・ジャーナルなどの投稿規程などから、研究倫理審査委員会等の承認を受

けることを要請されているものですか。 

□はい 

□いいえ

⑧ アンケート・インタビュー・観察等により研究に用いられる情報を収集するも

のですか。 
□はい 

□いいえ

＊倫理審査への申請を行う場合は、本チェックシートを申請書に添付願います。

03－3200－9074



－ 124 －

編集後記

この編集後記を書いている2022年５月は、77年ぶりに明確な他国への侵略戦争が始まった年として
世界史に刻まれることになるでしょう。さらにこのことは、しばらく前から続く自然環境の急激な変化
や、コロナで社会が激変する中で、それらの課題にうまく対応できない私たちの暮らしや日本社会の仕
組みの問題解決に一層困難な課題を突きつけているとも言えます。

こういう課題解決を考えると、分析的に見えてくる一つ一つの問題とその解決だけではなく、総合的
に考える必要がある点に気が付きます。気候変動もコロナも侵略戦争も、バラバラに存在する問題では
なく、複雑に絡まりあっていることに気づかざるを得ません。つまり、問題解決には総合的な戦略で考
える必要があります。この点は、仕事（職業）を考える上でも重要なポイントの一つで、仕事は総合的
な営為と考えないと目的を達せられない可能性が高くなります。この点は、科学研究がひたすら分析的
に細かな専門的部分を追求していくことでも成り立ちうるのとは大きく異なります。

その意味で、「職業教育研究」は、分析的な側面と同時に、一定の問題解決も想定するという複雑な
構造を持つと考えてよいでしょう。今回は、そんな職業教育の持つ複雑な課題の一端について、滋慶教
育科学研究所の志田秀史先生に「若年者の就労問題に対応した専門学校に関する政策変遷と研究課題」
というテーマで、巻頭論文をお願いしました。とても丁寧な分析と課題を示していただき今後の研究に
役立つのではないかと考えています。

その他、投稿論文も、原著論文が１件、症例事例研究２件、研究ノートが７件と、全部で10件の職業
教育研究開発センター研究員の皆様を中心に投稿がありました。コロナ禍などで、日々新たなオンライ
ン教育などの授業方法の開発や教育実践等に追い回されていて、改めて研究論文の作成に取り組める状
況ではないのかもしれませんが、少し数が減ってきているのが気になります。

新しい状況に取り組まなければならない現代社会では、日々の教育活動も丁寧な研究をベースとして
行わないと、前に進めなくなっています。その様な意味で、日々の研究成果をとりあえずの研究ノート
にでもまとめてご報告いただけると、他の方々にも役に立つのではないかと思います。本誌がそのよう
に活用されることを願っています。

� （編集委員長　川廷　宗之）

本号より事務局担当の一人に加わりました。これまでは大学にて、介護福祉や高齢者福祉について研
究してまいりました。そのため、「職業教育研究」については全くの初心者ですので、皆さまからのご
指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

本誌のように様々な分野の論文が一同に掲載されている学術誌は他に類をみないと思います。様々な
分野の論文を読むことによって、自分の専門を振り返るきっかけになる（手前みそながら）とても素晴
らしい学術誌であると思いました。そんな素晴らしい本誌が、社会の更なる発展に寄与できるような学
術誌となるよう祈りつつ、ご投稿を心よりお待ちしております。

� （事務局　内田　和宏）



－ 124 － － 125 －

― 「敬心・研究ジャーナル」学校法人敬心学園　編集委員会（2022. 6. 1現在） ―

委 員 長　川廷　宗之 　　　　　　（職業教育研究開発センター、大妻女子大学名誉教授）

副委員長　阿久津　摂 　　　　　　（日本児童教育専門学校）

委　　員　小泉　浩一、黒木　豊域、浜田　智哉（日本福祉教育専門学校）

　　　　　内山　結城、柴田　美雅（日本リハビリテーション専門学校）

　　　　　王　　瑞霞、天野　陽介（日本医学柔整鍼灸専門学校）

　　　　　有本　邦洋　　　　　　 （東京保健医療専門職大学）

　　　　　水引　貴子、木下　美聡（客員研究員）

事 務 局　内田　和宏、杉山　真理（職業教育研究開発センター）

― 「敬心・研究ジャーナル」査読委員一覧（50音順：敬称略）（2022. 6. 1現在） ―

阿久津　摂 安部　高太朗 天野　陽介 伊藤　正裕 稲垣　元 井上　修一

今泉　良一 上野　昻志 王　瑞霞 大川井　宏明 大谷　修 大谷　裕子

岡﨑　直人 小川　全夫 奥田　久幸 小澤　由理 小関　康平 川廷　宗之

菊地　克彦 木下　美聡 近藤　卓 坂野　憲司 佐々木　清子 佐々木　由恵

嶌末　憲子 島津　淳 白川　耕一 白澤　政和 杉野　聖子 鈴木　八重子

高塚　雄介 武井　圭一 東郷　結香 永嶋　昌樹 中西　和子 西村　圭司

橋本　正樹 浜田　智哉 原　葉子 町田　志樹 松永　繁 水引　貴子

南野　奈津子 宮嶋　淳 八城　薫 安岡　高志 行成　裕一郎 吉田　志保

吉田　直哉 渡邊　眞理
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秋田看護福祉大学看護福祉学部　山田　克宏  �
E-mail: no2fukusi@gmail.com
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保育研究法としての現象学的アプローチの有する諸課題  �
― 榎沢良彦における「対話」概念の検討を通して ―   �
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